
   

長期増分費用モデル研究会（第５２回） 
 

 

日時：平成２７年１月３０日（金） 

１７：００～ 

場所：総務省 第３特別会議室（１１階） 

 

 

 

＜ 議事次第 ＞ 

 
１ 開会 

 

２ 長期増分費用モデル研究会報告書（案）について 

 (1) 報告書（案）に対する意見及びそれらに対する考え方（案）について 

 (2) 意見募集の結果等を踏まえた報告書（案）の修正について 

 

３ 閉会 

 

 

 

＜ 配布資料 ＞ 

 
資 料 １ 長期増分費用モデル研究会報告書（案）に対する意見及びそれらに

対する考え方（案） 

資 料 ２ 長期増分費用モデル研究会報告書（案） 

参考資料１「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書 

参考資料２ 長期増分費用モデル研究会報告書(案)に対して提出された意見一覧 



 

 １ 

 

 

長期増分費用モデル研究会報告書（案）に対する意見及びそれらに対する考え方（案） 

 

総論 

意   見 考  え  方 （案） 

意見１ ＰＳＴＮは、需要の減少等により、ＬＲＩＣの前提となる高度で新しい電気通

信技術の導入や需要減に応じた設備の更改等による効率化が図られる状況に

ないため、接続料算定にＬＲＩＣモデルを用いることは不適当。 

考え方１ 

○ 音声通信サービスの総トラヒックは、長期増分費用方式(以下、ＬＲＩＣ方式)が

初めて導入された平成１２年度には７０億時間だったものが、平成２５年度には

約３５億時間と約５０％も減少している等、市場全体が縮小していることに加え、

特に、ＰＳＴＮ相互間のトラヒックについては、平成１２年度には約５２億時間だっ

たものが、平成２５年度には８億時間を下回り、８５％以上も縮減しています。 

今後も、こうした傾向は続くものと想定され、ＰＳＴＮに係る市場規模はますま

す縮小していくことから、ＰＳＴＮの接続料水準が当社と接続する他事業者の事

業運営に与える影響等は小さくなっていくものと考えます。 

また、ＰＳＴＮの接続料規制として採用されているＬＲＩＣ方式については、競争

の中心がＰＳＴＮの音声通話サービスであった時代に、ＰＳＴＮの接続料を引き

下げることによって事業者間の競争を促進させるとともに、通話料金の引き下

げを図っていくことを目的として導入されたものと考えますが、ＰＳＴＮの需要が

大きく減少している時代においては、以下のとおり、長期増分費用モデル(以

下、ＬＲＩＣモデル)の前提は既に破綻しており、ＰＳＴＮの接続料算定にＬＲＩＣモ

デルを用いることは不適切であると考えます。 

① ＬＲＩＣモデルの前提である｢高度で新しい電気通信技術の導入によっ

て、電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られる｣状況にないこと。 

○ 本研究会では、長期増分費用方式に基づく接続料に関し、平成２８年度以降の

接続料算定に適用可能な長期増分費用モデル（以下「ＬＲＩＣモデル」という）とし

て、ＰＳＴＮを前提とする現行のＬＲＩＣモデルの見直しとＩＰモデルの検討を行った

ものであり、接続料算定の在り方については、別途、総務省において検討が行わ

れるものと考える。 

なお、ＬＲＩＣモデルは、適用対象事業者の実際のネットワークに内在している

非効率性を排除するために客観的なモデルに基づきコスト算定を行うためのもの

であり、本研究会で示したモデルは、仮想的な事業者が新たにネットワークを構

築した場合を想定したものであるが、必ずしも適用対象事業者にモデルで示した

ネットワーク構成に対応することを求めるものではない。 

資料１ 



 

 ２ 

② ＬＲＩＣモデルは、需要の減少に対応した設備構成に瞬時に置き換える前

提となっていますが、実際のネットワークにおいては、需要減に応じて小規

模な装置への更改や装置台数の削減を瞬時に行うことはできないこと。 

当社としては、ＰＳＴＮの接続料規制を撤廃していただきたいと考えますが、仮

に接続料規制が撤廃されない場合でも、少なくともＬＲＩＣ方式から実際費用方

式(実績原価)への見直しを行うなど、算定方式を見直していただきたいと考えま

す。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

 



 

 ３ 

第Ⅲ章 IP モデルの検討 

意   見 考  え  方 （案） 

意見２ 需要の減少による接続料水準の上昇傾向、ＩＰ網への移行の進展状況、ま

た、ＩＰモデルがＬＲＩＣの考え方に合致することや欧州でも採用実績のあること等を

踏まえ、次期接続料算定にはＩＰモデルを採用すべき。 

考え方２ 

○ 今回の報告書案で示された現行のＬＲＩＣモデル（第六次モデル）の見直し案につ

いては、長期増分費用モデル研究会及び配下のＷＧでの議論を踏まえて、コスト

削減につながる見直しが行われておりますが、ＰＳＴＮについては、モデルの見直し

や入力値の更新等によるコスト削減効果を上回る速度でトラフィックの減少が続い

ています。 

仮に今回の見直しモデルをこのまま次期モデルとして適用した場合、接続料水

準の上昇傾向に歯止めがかからず、最終的にはユーザー料金にも波及しかねな

いと考えます。 

このように、モデルの見直しによって接続料水準を抑制することには限界がある

ことから、接続料水準の抑制のためには、今回報告書案に記載されたＩＰモデルの

適用を直ちに検討すべきです。 

（KDDI） 

 

○ 次期モデルには IP モデルを採用すべきと考えます。報告書（案）P.11 図１－８に

ある通り現在各社は IP 網への移行を進めていますが、その理由の 1 つは IP 網が

コスト安であるためです。また P.10 図１－７にある通り 0AB～J-IP 電話は、契約

数が加入電話+ISDN の契約数を平成 26 年度中にも上回る見込みであり、固定電

話の主流となりつつあります。このような状況から考えると、LRIC モデルの基本的

事項である「現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術を採用す

る」という条件や、「内外有力事業者で現に採用されている例が稀ではない設備・

技術を検討対象とする」という条件にかなう網は IP 網であり、次期モデルには IP

モデルを採用することが適切と考えます。 

○ 考え方１に示したとおり、接続料算定の在り方については、別途、総務省に

おいて検討が行われるものと考える。 

  なお、ＩＰモデルを次期接続料の算定に適用する場合には、本報告書（案）に

示したとおり、 

・ ケースＡとケースＢの年間コストに大きな開きがあることについて、どういっ

た考え方をとるべきか 

・ ＩＰモデルを適用することによりＬＲＩＣによる算定ができなくなるアンバンドル

機能の接続料算定をどのように行うべきか 

といった点について整理が必要と考えられる。 
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（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 長期増分費用モデル（以下「LRIC モデル」といいます。）については、客観性・透

明性の確保と恣意性・非効率性の排除に優れていることから、引き続き適用すべき

と考えます。 

しかし、接続料算定にあたり設備コストへの除数に相当する、NTT 東西の NW を

経由するトラヒックが依然として前年比約 1 割と高い比率で続減している状況を鑑

みると、現行の LRIC モデルでは、接続料の高騰化が不可避と想定されますので、

LRIC モデルの抜本的見直しが必要であると考えます。 

本研究会では、IP モデルと現行の LRIC モデルの見直しについて検討されてき

ましたが、以下の理由から次期モデルとして IP モデルを採用すべきと考えます。 

・LRIC モデルの基本的事項に定める「現時点で利用可能な最も低廉で最も効率

的な設備や技術」という点に適うこと。 

・「諸外国におけるモデルとの整合性を可能な限り考慮」という点で、欧州におい

て適用実績があること。 

P.11 図 1-8 各事業者のネットワークの IP 化スケジュール（概要）より、英国

BT、仏 FT において NW は PSTN でありながら IP モデルを採用していることから

も、一層整合しているモデルと言えます。 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 
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意見３ 今回のＩＰモデルには多くの課題が存在し、平成２８年度にＰＳＴＮを用いて提

供されることが見込まれるサービス・機能を実現可能なモデルとなっていないた

め、次期モデルとしてＩＰモデルを採用することは不適切。 

考え方３ 

○ 今回、検討されたＬＲＩＣモデルは、平成２８年度以降に適用されるＰＳＴＮ接続料

の算定に用いることを視野に入れたものであるため、平成２８年度にＰＳＴＮを用い

て提供されていると見込まれるサービス・機能を実現可能なモデルとすることが必

要です。また、ＬＲＩＣ方式の導入趣旨が「実際ネットワークにおけるＮＴＴ東西の非

効率性の排除」であることを踏まえれば、当社が実際にベンチマークとして用いるこ

とが可能なものとする必要があります。 

今回、ＬＲＩＣモデルの選択肢の一つとして、ＩＰモデルの検討がなされたところで

すが、報告書（案）やモデル検討ＷＧ報告書にも記載されているとおり、 

・ ＩＰモデルで想定されている音声収容装置が、ＴＤＭ方式の光インタフェースを

有していないため、ＦＲＴに収容されたユーザを物理的に収容することができな

い。 

・ 他社が提案している音声収容装置は、既にメーカにて生産を停止しており、モ

デルの適用時点（平成２８年度）に調達することが不可能である。 

・ ユニバーサルサービスである緊急通報における二重故障時の迂回接続対応

機能や公衆電話における課金信号の伝送機能等について、ＩＰ網での実現方

式が定まっていないため、その具備に係るコストが織り込まれていない。 

・ 中継伝送専用機能及び信号伝送機能といった、現に接続事業者が利用して

いる機能をモデル化し、接続料を算定することができない。 

など多くの課題が存在していることから、平成２８年度時点にＰＳＴＮを用いて提供さ

れていると見込まれるサービス・機能を実現可能なモデルになっていないところで

す。 

従って、平成２８年度以降に適用されるＰＳＴＮ接続料の算定に用いるモデルとし

て、今回のＩＰモデルを採用することは不適切と考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

○ 考え方１に示したとおり、接続料算定の在り方については、別途、総務省に

おいて検討が行われるものと考える。 

なお、本報告書（案）に示したＩＰモデルに係る留意点については、仮にＩＰモ

デルがＰＳＴＮの接続料算定に適用された場合であっても、ＩＰ網に係る技術動

向等を踏まえながら、適宜適切に改良を行っていくことが適当である。 

また、今回検討したモデルは、あくまでＩＰ網への移行期におけるコスト算定

モデルの一つの選択肢として構築したものであるが、より合理的・効率的なモ

デルの構築を行うためには、コスト算定対象となるネットワークを有するＮＴＴ

東西から、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に係る計画等について、更なる情報開示

が行われることが望まれる。 

 



 

 ６ 

意見４ 今回のＩＰモデルは、収容局においてＦＲＴからの光回線を収容するインタフェ

ースが存在しないにもかかわらず、音声サービスが提供できると仮定して整理を図

っているため不適切であり、ＰＳＴＮの接続料算定に用いるべきではない。 

考え方４ 

○ 「ＦＲＴから収容局までの光ファイバの収容については、現時点ではこれに対応す

るインタフェースが存在しない」ということは、今回のＩＰモデルを採用した場合、ＦＲ

Ｔに収容されているユーザに、音声サービスさえ提供できなくなることを意味するも

のであり、これを提供できるものと仮定して整理を図ることは不適切であると考えま

す。こうした課題を解決するために必要となる適切な対処策が見出せない限り、当

該モデルをＰＳＴＮの接続料算定に用いるべきではないと考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

○ 考え方１に示したとおり、接続料算定の在り方については、別途、総務省に

おいて検討が行われるものと考える。 

なお、ＩＰモデルの検討に当たっては、ＦＲＴ（き線点遠隔収容装置）から収容

局までの光回線を局舎側で収容するインタフェースについて、ＦＲＴがＮＴＴ東

西のみが有する設備である一方、局舎側で回線を収容する設備についてはＮ

ＴＴ東西以外の事業者が用いる設備（音声収容装置及びＩＳＤＮ収容交換機）

のみが提案されたため、局舎側で収容する設備がＦＲＴからの光回線を収容

するインタフェースを有すると仮定した。 

この点、特定の事業者の設備構成を前提とせず、合理的・一般的な仕様の

機器を効率的に組み合わせたものとするＬＲＩＣモデルの算定条件の中立性の

考え方を踏まえ、「参考資料１「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキ

ンググループ」報告書」に記載したとおり、局舎側で収容する設備量の算定に

あたっては、収容されるメタル回線数に換算して算定することとしており、こうし

た仮定が、コスト算定モデルとして必ずしも不適切とは言えない。 

ただし、今回検討したモデルは、あくまでＩＰ網への移行期におけるコスト算

定モデルの一つの選択肢として構築したものである。このため、より合理的・

効率的なモデルの構築に向け、コスト算定対象となるネットワークを有するＮＴ

Ｔ東西から、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に係る計画等について、更なる情報開

示が行われることが望まれる。 
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意見５ 全てのＧＣビルに相互接続点があることを前提としているＰＳＴＮモデルの入

力値をＩＰモデルに用いる場合、ＧＣ接続に必要なコストが過小評価される可能性が

あるため、今回のＩＰモデルをＰＳＴＮの接続料算定に用いるべきではない。 

考え方５ 

○ 今回のＩＰモデルについては、報告書（案）に記載されている多数の課題に加え

て、以下の課題があることを踏まえると、ＰＳＴＮの接続料算定に用いるべきではな

いと考えます。 

【課題】今回のＩＰモデルの入力値として用いるビル別トラヒックは、全てのＧＣビル

に相互接続点があるＰＳＴＮモデルと同じものを用いることとしていますが、ＩＰモ

デルのネットワーク構成においては、全てのＧＣビルに相互接続点がある前提に

なっていないため、相互接続点がないＧＣビルにおけるトラヒック見合いの設備量

が今回のＩＰモデルでは積算されないロジックとなっています。その結果、ＧＣ接続

に必要な装置が不足しコストが過小に算定されているおそれがあります。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

 

 

○ 考え方１に示したとおり、接続料算定の在り方については、別途、総務省に

おいて検討が行われるものと考える。 

なお、モデルの詳細ロジックについては、現在検討中であり、いただいた御

意見は、今後の参考として承る。 

 

意見６ 今回のＩＰモデルには多くの課題が存在しており、ＰＳＴＮ接続料の算定同様

に、ユニバーサルサービス対象コスト等の算定に用いることも不適切。 

考え方６ 

○ 今回のＩＰモデルについては、報告書（案）に記載された課題等が存在している以

上、ＰＳＴＮ接続料の算定に用いることが適切でないのと同様に、ユニバーサルサ

ービス対象コスト等の算定に用いることも適切でないと考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

○ ユニバーサルサービス対象コスト等の算定方法については、別途、総務省

において検討が行われるものと考える。 
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第Ⅳ章 現行の LRIC モデル（第六次モデル）の見直し 

意   見 考  え  方 （案） 

意見７ 局舎種別の判定の見直しについて、実網データに基づく閾値を用いつつ

判定基準からＦＲＴ回線数を除くのであれば、実網のＲＴ局配下にＦＲＴ収容回線

が存在しないことを踏まえたロジックが必要となるため、見直すべきではない。 

考え方７ 

○ コストが最も低廉となるＬＲＩＣモデルを構築するために最適な局舎種別（ＧＣ／

ＲＴ）判定を行うためには、モデルのネットワークを前提に、モデル内で局舎種別

判定のための経済比較を行う必要がありますが、過去の議論において、かかる

モデル構築は容易でないとされ、その代替案として当社の実網におけるデータ

（加入者回線数と投資額の関係）を用いて局舎種別（ＧＣ／ＲＴ）判定の閾値を

設定することとし、今日に至っているところです。 

従って、当該閾値を用いた局舎種別（ＧＣ／ＲＴ）判定を継続する以上、その

判定を行う回線からＦＲＴ収容回線を除くのであれば、当社の実網のＲＴ局の配

下にＦＲＴ収容回線が存在していないことを踏まえ、ＦＲＴから帰属するＧＣ局ま

での伝送路や帰属先のＧＣ交換機におけるインタフェースに係る投資額をＲＴの

投資額に積算するなど、新たな局舎種別（ＧＣ／ＲＴ）判定ロジックを構築する必

要があると考えます。 

報告書（案）で適当とされている補正案２は、上述の課題を解決しうるもので

はなく不適切であり、上述の課題を解決しうる見直しができない以上、当社の実

網におけるデータを用いることで整合が図られている現行の判定ロジックを見

直すべきではないと考えます。 

（NTT東日本、NTT西日本） 

 

 

 

 

 

○ ＬＲＩＣモデルの目的は、需要に応じたネットワークを最も低廉で効率的な設備と

技術を用いて構築した場合の年間コストを算定するものであり、報告書（案）に示

したとおり、今回の見直しによって、より効率的なネットワークモデルとなることが

確認されたため、見直すことが適当である。 

なお、局舎種別の判定については、より効率的なネットワークとなりえる局舎種

別判定ロジック等の提案があれば、今後、モデルを見直す際、検討することが適

当である。 

  



 

 ９ 

意見８ 経済的耐用年数の推計に用いる光ケーブルの撤去実績データについて、

敷設ミスや設計見直しによる張替えなどに起因する撤去など推計に用いるべき

ではないデータが除外されているかなどを精査すべき。 

考え方８ 

○ 経済的耐用年数推計に用いる撤去実績データの内容をより詳細に確認し、適

正でないデータがあれば除くべきと考えます。具体的には、撤去実績データの

中にどのような理由による撤去がどのような割合で含まれるかを明らかにした

上で、個々の理由について推計に用いるデータとしての適正性を評価し、適正

でないと判断した場合は推計用データから除くべきと考えます。 

適正性の評価方法の 1 つとして、表 1 に示すように撤去理由とケーブル保有

事業者固有事情との関連性が大きい場合は不適、小さい場合は適と判断する

方法が挙げられます。まだ使用可能であるにも関わらず撤去した実績は、経済

的耐用年数を短くし接続料を値上げする要因として働きますが、そのような撤去

のうち、理由がケーブル保有事業者固有の事情に大きく関連する場合、結果と

してケーブル保有事業者固有の事情がその他事業者の負担増加をもたらすこ

とになり、不適切と考えます。 

特に初期の敷設計画の見直しに伴う張替による撤去（光回線網構築の初期

段階で敷設し、その後の需要増加に伴う大規模敷設や配線区画見直し等によ

り数年の内に取り替えるケース）は、ケーブル保有事業者固有の事情に大きく

関連するものであり、かつ推計用データに含まれている可能性があります。そ

のため、当該実績が含まれる割合等を明らかにし適正性を精査の上、推計用

データから除外することを検討すべきと考えます。 

 

表 1 撤去理由の適正性評価（例） 

推計用データとしての適

正性 

撤去理由とケーブル保

有事業者固有事情との

関連性 

撤去理由の例 

不適 大  ケーブル保有事業者

○ 撤去実績に用いたデータには、御意見中に例示のある敷設ミスや設計見直しに

よる張替えなどを理由とする撤去は含まれていないことを確認している。 



 

 １０ 

の人為的ミス（単なる

敷設ミス等） 

 初期の敷設計画の見

直しに伴う張替 

適 小 

 革新的技術の採用に

よる張替 

 ユーザの解約 

 支障移転 

 災害、交通事故等に

よる破損 

 ケーブルの老朽化 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見９ 光ケーブルの経済的耐用年数について、現行の撤去実績等に基づく推計

方法は適切である。 

考え方９ 

○ 報告書（案）において「光ケーブルの経済的耐用年数については、素材の耐久

性にのみ着目するのではなく、撤去実績等に基づき推計を行う現行の方式に基

づくことが適当」とされていることは適切であると考えます。 

（NTT東日本、NTT西日本） 

○ 報告書（案）に賛同の御意見として承る。 

意見１０ 光ケーブルの経済的耐用年数については、選択する関数等により幅が

生じ得るが、今回の推計値もその幅の範囲内と考えられ、見直す必要はない。 

考え方１０ 

○ 報告書（案）において「耐用年数を、最新の撤去実績に基づき推計を行った

値（架空 １７．６年、地下 ２３．７年）とすることが適当」とされていますが、当該

値はあくまでも推計値であり、また、選択する関数など、前提の置き方によって

結果に幅が生じうるものであって、現行モデルで採用されている耐用年数（架

空：１５．１年、地下：２１．２年）も現にその幅の範囲にあることを踏まえれば、今

回、耐用年数を見直す必要はないと考えます。 

（NTT東日本、NTT西日本） 

○ ＬＲＩＣモデルに用いる入力値は、可能な限り最新のデータを用いることが望まし

いと考えられるため、光ケーブルの経済的耐用年数についても、報告書（案）に示

したおり、最新の撤去実績に基づき推計を行った値（架空 １７．６年、地下 ２３．

７年）とすることが適当である。 

なお、報告書（案）に示した推計は、現行の経済的耐用年数を推計した関数と

同様、ゴンぺルツ関数及びワイブル分布を用いたものである。 



 

 １１ 

意見１１ モデルの入力値は最新のデータに基づいたものに更新することが適当

であり、また、光ケーブルの経済的耐用年数は今後も伸びていくことが想定され

るため、毎年更新し、最新の経済的耐用年数を接続料算定に用いるべき。 

考え方１１ 

○ 光ケーブルの経済的耐用年数を毎年最新のものへ更新すべきと考えます。今

回 7 年ぶりに見直しが行われましたが、第一次モデル検討の際の「長期増分費

用モデル研究会」報告書 P.93 に示されている通り、本来、モデルの入力値は適

宜最新のデータに基づいたものに更新することが適当です。また、今回の更新

実績から今後も年々経済的耐用年数が伸びていくことが想定されます。以上 2

点の理由により、光ケーブルの経済的耐用年数については、毎年更新を行い、

最新の経済的耐用年数を接続料算定に用いるべきと考えます。 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

○ モデルに用いる入力値は、可能な限り最新のデータに基づき更新することが望

ましいが、光ケーブルの経済的耐用年数の推計には、光ケーブルを保有する事

業者から撤去実績等に係るデータの提供が必要であることを踏まえると、事業者

の過度な負担とならない範囲で、適時に更新することが適当である。 

 

意見１２ 設備共用サービスについて、中継ダークファイバ同様、実態として PSTN

とは伝送装置が異なるために別芯となっているものについては、モデルにおい

ても芯線数見合いで中継伝送路に係る費用を配賦することが適切。 

考え方１２ 

○ 今回の中継ダークファイバのモデルへの反映方法については、中継ダークフ

ァイバがＰＳＴＮとは伝送装置を違え別芯となっている実態に着目し、中継ダー

クファイバの芯線数見合いで、中継伝送路に係る費用を配賦することとされてい

ます。 

当社としては、モデルにおいて設備共用の対象となっている当社サービスの

うち、実態としてＰＳＴＮとは伝送装置を違え別芯になっているものについても、

中継ダークファイバ同様、芯線数見合いで中継伝送路に係る費用を配賦するこ

とが適切であると考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

 

 

 

 

○ 現在のＬＲＩＣモデルの算定対象は、ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能であることか

ら、コスト算定対象となっていない設備共用サービスに係る設備のモデル化は可

能な限り簡素化することが望ましい。 

この点、設備共用サービスの伝送装置をモデルで考慮する場合には、設備共

用サービスに係るネットワーク全体をモデル化するなどモデル化の範囲が算定対

象に対して過大となる可能性もあり、ネットワークの効率化に対する効果を考慮し

ながら慎重に検討を行うことが適当である。 

 



 

 １２ 

意見１３ 各種災害対策が反映されたこと、また、既にモデルに反映されている対

策について、毎年度の入力値見直しにおいて、同種の対策の追加を検討するこ

ととされたことは、適切な見直しである。 

考え方１３ 

○ 今回、通信ネットワークの信頼性向上の観点から、中継伝送路の予備・迂回

ルートの追加、局舎災害対策、停電対策及びとう道・管路災害対策を反映する

とされたことは、適切な見直しであると考えます。 

また、既にモデルに反映されている対策と同種の対策を今後実施した場合、

毎年度、モデルへの反映を検討するとされたことについても、適切な見直しであ

ると考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

○ 報告書（案）に賛同の御意見として承る。 

意見１４ 現行モデルの見直し項目について、ＩＰモデルに適用可能な項目につい

ては、ＩＰモデルにも反映すべき。 

考え方１４ 

○ また本報告書案では、IP モデルと現行の LRIC モデルの見直しを別々に検討

されておりますが、現行の LRIC モデルの見直し項目を、できる限り IP モデル

の方へ追加反映させることが適当と考えます。 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 

 

○ 現行モデル見直し項目のうち、IP・PSTN（レガシー）の技術を問わず共通的

に適用すべきロジック（例 中継ダークファイバ需要の追加）は、次期モデル

に IP・PSTN モデルのどちらが採用されようとも反映してしかるべきと考えま

す。 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 今回のモデル見直しで見直したコスト削減項目でＩＰモデルにも適用可能な

ものは、直ちにＩＰモデルにも反映すべき。 

（KDDI） 

○ 今回検討したＩＰモデルの算定対象サービスや設備共用サービスの考え方につ

いては、ＰＳＴＮを前提とする現行モデルの考え方に基づいたものであるため、御

意見にあるとおり、現行モデルの見直しに係る項目については、可能な限り IP モ

デルに反映することが適当である。 

御意見を踏まえ、研究会の考え方を明確にするため、報告書（案）に以下を追

記する。 

「第Ⅳ章第３節 見直し項目と IP モデルとの関係 

第三章で検討を行ったＩＰモデルの算定対象サービスや設備共用サービスの考

え方については、ＰＳＴＮを前提とする現行モデルの考え方に基づいたものである。 

このため、仮にＩＰモデルを次期接続料算定に適用する場合には、前節において

見直すことが適当とした項目 15を可能な限り反映したモデルとすることが適当であ

る。 

15 局舎種別（GC 局／RT 局）の判定基準の見直しについては、IP モデルにおいて

局舎種別を特定しないため、反映の対象外。」 



 

 １３ 

第Ⅴ章 モデルの評価 

意   見 考  え  方 （案） 

意見１５ 今回のＩＰモデルについて、ケースBの想定は非現実的であり、設備コストが

過大に算定されているが、ケースAの課題である同時接続制御機能に係るコストは

モデル全体に大きな影響を与えるものではないため、ケースAを採用すべき。 

考え方１５ 

○ 今回の報告書案では、呼制御機能の有無に着目し、２ケースの算定が想定されて

いるが、呼率100％を想定したケースＢは非現実的な前提であり、ＰＳＴＮと同等の同

時接を制御する機能具備を想定するケースＡを中心に検討すべき。 

（KDDI） 

 

○ ケース A を採用すべきと考えます。ケース B における全てのアナログ回線の同時

接続が可能という想定は、ネットワーク構築の観点ではあまりにも非現実的であり、

その想定ゆえに設備コストが過剰になるという課題はモデルの根幹に関わるもので

す。一方、ケース A の課題は、音声収容装置という 1 装置の 1 機能、しかも災害時

等の異常トラヒック発生時のみ必要とされる機能のコスト推計が困難という、モデル

全体から見ればその影響はごく小さな範囲に留まるものです。これらを比較すれば、

モデルに対する課題の影響度合いが小さいケース A を採用することが適切と考えま

す。 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ 同時接続制御機能を具備しないことから、ケース A（最繁時トラヒック対応モデル）

とケース B（呼率 100%モデル）の２通りの考え方が示されております。 

 

ケース B は、同時接続制御機能を具備しないこととの引き換えに、全加入者から

の同時接続を想定し設備算定されたものです。当該機能は局設置設備の一部機能

であるにもかかわらず、ケース A と比較した場合の年間コストの差額（下表：設備別

の年間コスト比較）は、ケース A の局設置設備の全体コストとほぼ変わりはないもの

○ 考え方１に示したとおり、接続料算定の在り方については、別途、総務省に

おいて検討が行われるものと考える。 

   なお、今後、ＩＰモデルを見直す場合には、同時接続制御機能に係るコスト

の在り方について、さらに検討を行うことが適当である。 

 



 

 １４ 

となっており、設備コスト全体を過大に算定されているため適当ではないものと考え

ます。 

これは、その算定条件が呼率 100%を想定したものであるためです。現実問題とし

ては 100%の値はあり得ませんので、最繁時トラヒックで設備容量を算定したケース A

であれば問題はないと考えます。 

 

尚、ケース A では、同時接続制限機能のコスト算定をしておりませんが、仮にその

コストを加味しても局設備コストを少し押し上げるだけで、伝送路コストには影響が無

いと想定しますので、接続料算定が低廉となるケース A を採用すべきと考えます。 

 

●設備別の年間コスト比較              【単位：億円】 

 (1)ケース A (2)ケース B (2)－(1)差額 

伝送路 375 931 556 

NTS 1,012 1,012 - 

局設置設備 847 1,123 276 

総年間コスト 2,233 3,066 833 

※報告書案、図５－３ 設備別・費目別の年間コスト比較より抜粋 

（フュージョン・コミュニケーションズ） 
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意見１６ 今回のＩＰモデルのケースＡについては、同時接続制限機能を具備しない場

合に品質基準を満たす音声サービスが提供できなくなるが、これを提供できるものと

仮定して整理することは不適切であり、ＰＳＴＮの接続料算定に用いるべきではない。 

考え方１６ 

○ 報告書（案）においても指摘されているとおり、ＰＳＴＮと同等の同時接続を制限する

機能を具備しなかった場合、輻輳時に現に行われている通話が途切れてしまうな

ど、「０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話に求められる音声サービス品質を確保することが困難」とな

りますが、これは、今回のＩＰモデルを採用した場合、品質基準を満たす音声サービ

スさえ提供できなくなることを意味するものであり、これを提供できるものと仮定して

整理を図ることは不適切であると考えます。こうした課題を解決するために必要とな

る適切な対処策が見出せない限り、当該モデルをＰＳＴＮの接続料算定に用いるべき

ではないと考えます。 

（NTT 東日本、NTT 西日本） 

○ 考え方１５のとおり。 

 

意見１７ 今回のIPモデルの試算結果については、公衆電話における課金信号の伝送

機能等を実現するためのコスト等、本来考慮されるべき様々なコストが適切に含まれ

ていないため、現行モデルで算定したコストとの比較は参考にならない。 

考え方１７ 

○ 報告書（案）に記載された、ＩＰモデルで算定したコスト（試算値）と現行モデルで算

定したコストの比較結果については、今回のＩＰモデルにおいて、公衆電話における

課金信号の伝送機能等を実現するためのコストなど、本来考慮されるべき様々なコ

ストが適切に反映できていない状況にある以上、参考にならないと考えます。 

（NTT東日本、NTT西日本） 

○ 公衆電話における課金情報の伝送方法等に係るコストについては、現時

点でＩＰ網において、課金情報の伝送や硬貨収納信号の送出方法等が定ま

っていないため、御意見にある「本来考慮されるべき様々なコスト」の範囲が

明確ではないが、今後、公衆電話における課金情報の伝送方法等に係るコ

ストが接続料原価に与える影響を検討する場合には、公衆電話における課

金情報の伝送方法等の運用を行うＮＴＴ東西から、必要と考えられる費用項

目やＰＳＴＮからＩＰ網への移行に係る計画等、検討に必要な情報開示が行

われることが望まれる。 
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意見１８ 一般的にＩＰサービスは競争エリアでの提供が中心である一方、ＰＳＴＮは高コ

スト地域でも提供されているため、今回のＩＰモデルの保守費等については、高コスト

地域における保守実態等を適切に反映しなければ不適切。 

考え方１８ 

○ 一般的にＩＰサービスは、競争エリアでの提供が中心であり、山間部や離島などの

高コスト地域では提供されていない場合が少なくない一方、ＰＳＴＮは高コスト地域で

も提供されているため、仮に、今回のＩＰモデルの保守費等が高コスト地域における

保守実態等を適切に反映したものとなっていないとすれば、不適切であると考えま

す。 

（NTT東日本、NTT西日本） 

 

 

 

 

 

○ ＩＰモデルに係る設備の保守費については、「参考資料１「長期増分費用モ

デル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書」に記載したとおり、地

域格差を加味した補正を行うことが適当であり、報告書（案）に賛同の御意

見として承る。 

 

意見１９ 試算結果が一部概算値や試算中の項目があるため、次期接続料の議論に

あたっては、正確な試算結果を関係者が把握できることが望ましい。 

考え方１９ 

○ 報告書（案）に示された試算項目には、一部概算値が含まれているものや試算中

の項目があります。有意義なプライシング議論を行うために、議論開始の際には、委

員会構成員や関係事業者が完全な試算結果を把握できることが望ましいと考えま

す。 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

○ なお、今後、適切なプライシング議論を行うためには、今回の報告書案で試算して

いない部分も含めて、正確な試算結果を委員会構成員や関係事業者が早期に把握

できるようにすべきだと考えます。 

（KDDI） 

○ 本報告書（案）で示した試算は、検討結果がモデルに与える影響等を一定

程度把握するために行ったものであり、資本費用、共通設備・局舎設備費用

等の一部の費用については、ＰＳＴＮモデルを参照するなど簡略化している

が、別途、総務省において接続料算定の在り方について議論を行う際には、

こうした費用についても、本報告書（案）に示したモデルの考え方に沿った試

算が行われるものと考えている。 
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第Ⅰ章 研究会再会の経緯 

 第１節 現行のＬＲＩＣモデル（第六次モデル）策定までの経緯 

 第２節 研究会再会の経緯 

 第３節 モデルを取り巻く環境の変化 

第Ⅱ章 検討項目及び進め方 

第Ⅲ章 ＩＰモデルの検討 

第１節 これまでのＩＰモデルに関する検討 

第２節 ＩＰモデルの概要 

  １．ＩＰモデルの基本的考え方 
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第Ⅳ章 現行のＬＲＩＣモデル（第六次モデル）の見直し 

 第１節 ＬＲＩＣモデルの前提条件の見直しに関する検討 

  １．「ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービス」の見直し 

  ２．「局舎位置の固定（スコーチド・ノードの仮定）」の見直し 

 第２節 ネットワークの効率化に関する検討 

  １．局舎の帰属関係の見直し 

  ２．局舎種別（ＧＣ局／ＲＴ局）の判定基準の見直し 

  ３．モデルに用いる設備に関する検討 

  ４．光ケーブルの経済的耐用年数の見直し 

  ５．設備共用サービスの見直し（中継ダークファイバの追加） 

  ６．災害対策に関する検討 

 第３節 見直し項目とＩＰモデルとの関係 

第Ⅴ章 モデルの評価 

第１節 ＩＰモデルの試算結果及びＰＳＴＮモデルとの比較 

 １．試算の具体的な方法 

 ２．ＩＰモデルの試算結果 

第２節 現行のＬＲＩＣモデルの改修項目に関する試算結果及び現行モデ

ルとの比較 

１．現行のＬＲＩＣモデルの見直しに係る試算結果 

 ２．試算結果の評価 

第３節 その他の留意事項 

第Ⅵ章 今後の課題 

第１節 ＩＰモデルの評価と次期接続料算定に用いる場合の留意点 

第２節 将来のモデル改定に関する課題 

第３節 その他の留意点 
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第Ⅰ章 研究会再開の経緯 

 

第１節 現行のＬＲＩＣモデル（第六次モデル）策定までの経緯 

 

現行接続制度では、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）により、おおむね

都道府県内における加入者回線総数の２分の１を超える規模の固定伝送路設備及

びこれと一体として設置される電気通信設備を「第一種指定電気通信設備」として指

定することが規定され、当該設備を設置する事業者（現状では東日本電信電話株式

会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）が該当。）には、当該

設備との接続に関する会計の整理や接続約款の作成等の義務が課されている。こ

れは、当該設備との接続が他事業者の事業展開上不可欠であり、また、利用者の

利便性を確保する観点からも、当該設備の適切な利用の確保が不可欠であるとの

理由によるものである。 

 

第一種指定電気通信設備に係る接続料は、平成１０年度以降、第一種指定電気

通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第９１号）の規定に基づいて整理された、

第一種指定電気通信設備の管理運営において実際に要した費用に基づく原価によ

り算定されていた（実際費用方式）。その後、平成１２年５月に成立した「電気通信事

業法の一部を改正する法律」により、第一種指定電気通信設備のうち指定加入者交

換機等に係る接続料算定方式は、実際費用方式から長期増分費用に基づく算定方

式（長期増分費用方式）に変更された。長期増分費用方式は、第一種指定電気通信

設備のうち指定加入者交換機等に係る平成１２年度以降の接続料の算定に用いら

れている。 

この長期増分費用方式において、接続料原価を算定する際に用いられる技術モ

デルが「長期増分費用モデル」（以下「ＬＲＩＣ1モデル」という。）である。 

 

（１） 第一次モデル 

 

我が国におけるＬＲＩＣモデルの構築に関する取組は、接続料算定方式の制度

改正に先立ち、平成８年１２月の電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの在

り方について」において、長期増分費用方式に関する検討を行う必要性が提言さ

れたことに端を発する。 

同答申を受け、モデルの構築を目的として「長期増分費用モデル研究会」（以下

「本研究会」という。）が平成９年３月に設置された。本研究会は、平成１１年９月に、

米国モデルを参考としつつも、日本の法令制度及び地理的条件等を加味した日本

独自のＬＲＩＣモデル（第一次モデル）を策定した。 

 

                                                 
1 ＬＲＩＣ：Long-Run Incremental Costs 
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この第一次モデルの評価及び当該モデルを用いた接続料算定の在り方につい

て郵政大臣（当時）から諮問を受けた電気通信審議会は、「接続料算定の在り方に

ついて」（平成１２年２月９日）と題する答申（以下「平成１２年答申」という。）を取り

まとめた。平成１２年答申では、同モデルを、平成１２年度の接続料算定から用い

ることが適当とされた。その後、平成１２年答申及び平成１２年５月に成立した「電

気通信事業法の一部を改正する法律」を受け、郵政省（当時）では、所要の法令整

備として、平成１２年１１月に接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）を制定した。

この結果、同モデルは平成１２年度以降の接続料算定に用いられることとなった。 

 

（２） 第二次モデル 

 

平成１２年答申では、第一次モデルの検討課題についても指摘がなされ、モデ

ルの見直しに速やかに着手すべきであるとされた。このため、本研究会は、平成１

２年９月に検討を再開し、平成１４年１１月に報告書を取りまとめた。 

このモデルの見直しにおいては、より適切に接続料原価を算定できるよう、電気

通信審議会をはじめ各界から指摘された見直し事項に加え、広く一般への公募に

より提案された見直し検討事項を基に、第一次モデルを全面的に見直すこととし、

また、ユニバーサルサービス制度に係る補填対象コストを具体的に算定できるよう

にすることを目的として、第二次モデルとして改修を行った。 

 

この第二次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用モデルの見直し

を踏まえた接続料算定の在り方について」（平成１４年９月１３日）と題する答申（以

下「平成１４年答申」という。）を取りまとめた。平成１４年答申では、同モデルを、平

成１５年度から平成１６年度までの２年間、接続料算定に用いることが適当とされ

た。これを受け、総務省では、平成１５年４月に接続料規則について所要の改正を

行った。この結果、同モデルは平成１５年度から平成１６年度までの接続料算定に

用いられることとなった。 

 

（３） 第三次モデル 

 

平成１４年答申では、「現在ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本においては既存ネット

ワークの新規投資を抑制している状況にあり、安定的な設備更新を前提とするモ

デルの前提条件と現実が必ずしも一致しなくなることが予想される」、「トラヒック等

の入力値の扱いにもよるが、平成１６年度接続料は、実際費用による算定値がモ

デルによる算定値を下回る可能性がある」との指摘がなされていた。その後、トラヒ

ックの減少が著しい等の状況が明確になったため、平成１５年度及び平成１６年度

の接続料算定に係る接続料規則改正について総務大臣から諮問を受けた情報通

信審議会は、平成１５年３月２８日付け答申において、「平成１７年度以降の接続

料の算定方式については、トラヒックの減少及び新規投資の抑制等の大きな環境

変化を前提とした方法を検討すること」等を総務省に対して要請した。この要請を
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受け、平成１７年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本

研究会は、平成１５年９月に検討を再開し、平成１６年４月に報告書を取りまとめ

た。 

このモデルの見直しにおいては、データ系サービスとの設備共用を反映するロ

ジックの追加や新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直し等を行い、第三

次モデルとして改修を行った。また、このモデルを基に、平成１７年１０月にはユニ

バーサルサービス制度に係る補填対象コストの算定ロジックを追加する改修を行

った。 

 

この第三次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「平成１７年度以降の接続料算

定の在り方について」（平成１６年１０月１９日）と題する答申（以下「平成１６年答

申」という。）を取りまとめた。平成１６年答申では、同モデルを、平成１７年度から

平成１９年度までの３年間、接続料原価の算定に用いることのほか、接続料原価

に含まれているＮＴＳ（Non Traffic Sensitive）コスト2を、平成１７年度以降、毎年度

２０％ずつ段階的に、接続料原価から基本料原価に付け替えることが適当とされ

た。これを受け、総務省では、平成１７年２月に接続料規則について所要の改正を

行った。この結果、同モデルは平成１７年度から平成１９年度までの接続料算定に

用いられることとなった。 

 

（４） 第四次モデル 

 

平成１８年７月の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００

６」（いわゆる「骨太方針２００６」）を踏まえ、総務省は、通信・放送分野の改革を進

めるための具体的な工程表として、同年９月１日に「通信・放送分野の改革に関す

る工程プログラム」を公表した。また、これらを受け、総務省が同年９月１９日に公

表した「新競争促進プログラム２０１０」では、「固定電話の接続料に係る今後の算

定方法については、長期増分費用モデル研究会における検討結果を踏まえ、情報

通信審議会の審議を経て、平成１９年中に結論を得る」こととされた。この「新競争

促進プログラム２０１０」を踏まえ、平成２０年度以降の接続料の算定に使用可能な

モデルを構築するために、本研究会は、平成１８年１０月に検討を再開し、平成１９

年４月に報告書を取りまとめた。 

このモデルの見直しにおいては、新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の

見直しや、経済的耐用年数の適正化、交換機設備の維持延命に伴うコストの反映

等を行い、第四次モデルとして改修を行った。 

 

この第四次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「平成２０年度以降の接続料算

                                                 
2 通信量に依存しない固定的な費用。回線数によって増減する費用であり、一般に加入者回線に依

存する費用を指す。 
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定の在り方について」（平成１９年９月２０日）と題する答申（以下「平成１９年答申」

という。）を取りまとめた。平成１９年答申では、同モデルを、平成２０年度から平成

２２年度までの３年間、接続料原価の算定に用いることのほか、ユニバーサルサー

ビス制度に係る補填対象コストの算定方式の変更に併せて、ＮＴＳコストのうち、き

線点遠隔収容装置（ＦＲＴ 3）と加入者交換機（ＧＣ）間の伝送路コスト（ＦＲＴ－ＧＣ間

伝送路コスト）を、平成２０年度以降、毎年度２０％ずつ段階的に接続料原価に付

け替えることが適当とされた。これを受け、総務省では、平成２０年２月に接続料規

則について所要の改正を行った。この結果、同モデルは平成２０年度から平成２２

年度までの接続料算定に用いられることとなった。 

 

（５） 第五次モデル 

 

平成２３年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研

究会は、平成２１年６月に検討を再開し、平成２２年３月に報告書を取りまとめた。 

このモデルの見直しにおいては、最新の実態への即応性や精緻化の観点から、

加入電話の回線数算定方式の変更、ＧＣと遠隔収容装置（ＲＴ）の設置基準の見

直し、ＧＣ－中継交換機（ＩＣ）間伝送における分岐挿入伝送装置（ＡＤＭ）１０Ｇの採

用、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト算定の精緻化、ＲＴの耐用年数の見直し、最新の税

制改正の反映、ＧＣに係る施設保全費のうち固定的費用の算定方式の変更等を

行い、第五次モデルとして改修を行った。 

 

この第五次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用方式に基づく接

続料の平成２３年度以降の算定の在り方について」（平成２２年９月２８日）と題す

る答申（以下「平成２２年答申」という。）を取りまとめた。平成２２年答申では、同モ

デルを、平成２３年度から平成２４年度までの２年間、接続料原価の算定に用いる

ことが適当とされた。これを受け、総務省では、平成２３年２月に接続料規則につ

いて所要の改正を行った。この結果、同モデルは平成２３年度から平成２４年度ま

での接続料算定に用いられることとなった。 

 

（６） 第六次モデル 

 

平成２５年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研

究会は、平成２３年７月に検討を再開し、平成２４年３月に報告書を取りまとめた。 

このモデルの見直しにおいては、回線数の減少に対応したネットワーク構成の

見直しの観点から局設置ＦＲＴの導入、東日本大震災を踏まえたネットワークの信

頼性の確保の観点から中継伝送路の予備ルート、可搬型発電機、局舎の投資コ

ストへの災害対策コストの追加等を行い、第六次モデル（現行モデル）として改修

を行った。 

                                                 
3 ＦＲＴ：Feeder Remote Terminal 
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この第六次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用方式に基づく接

続料の平成２５年度以降の算定の在り方について」（平成２４年９月２５日）と題す

る答申（以下「平成２４年答申」という。）を取りまとめた。平成２４年答申では、同モ

デルを、平成２５年度から平成２７年度までの３年間、接続料原価の算定に用いる

ことのほか、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮し、交換機等の償却済み比率

の上昇を適切に反映するための補正措置を導入することが適当とされた。これを

受け、総務省では、平成２５年１月に接続料規則について所要の改正を行った。こ

の結果、同モデルは平成２５年度から平成２７年度までの接続料算定に用いられ

ることとなった。 
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図１-１ ＬＲＩＣモデルの改修及び同モデルを用いた接続料算定の経緯 

■ 第一次モデルの概要（平成１２年度～１４年度の接続料算定に適用） 
○ スコーチド・ノードの仮定、純粋な経済比較によるき線設備選択ロジックの構築 
○ 地理的特性を考慮したネットワーク構成ロジックの構築 
○ 資本コスト、保守コスト等の各種コストの算定ロジックの構築、一部設備の経済的耐用年数の推計等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ 平成１４年度の接続料を設定し、平成１２年度～１３年度は段階的に引き下げ 
・ 接続料算定には、平成１０年度の実績通信量を使用 

 
■ 第二次モデルの概要（平成１５年度～１６年度の接続料算定に適用） 

○ 地中化率の補正、配線点の再配置やケーブル敷設ロジックの効率化 
○ 中継伝送専用機能のコスト算定とこれに伴うＰＯＩ設置局や関連設備、離島コスト算定の見直し 
○ 一部設備の経済的耐用年数の再推計及び推計対象設備の拡大、施設保全費の算定方法の見直し 等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ 算定対象機能に、端末回線伝送機能（ＰＨＳ基地局回線機能）と中継伝送専用機能を追加 
・ 平成１６年度までの接続料を設定し、通信量が１５％を超えて変動した場合は事後精算（負担額は通信量の変

動量の比率により配分） 
・ 接続料算定には、直近の実績値である平成１３年度下期＋平成１４年度上期の実績通信量を使用 

■ 第三次モデルの概要（平成１７年度～１９年度の接続料算定に適用） 
○ 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直し（デジタル交換機、管路等） 
○ データ系サービスとの設備共用の反映 
○ ユニバーサルサービス制度に係る補填対象コストの算定ロジックの改修（局舎単位の算定） 等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ ＮＴＳコストは、平成１７年度～２１年度の５年間で段階的に（２０％ずつ）接続料原価から控除 
・ 接続料算定は、最新の入力値により、各年度ごとに算定（通信量は前年度下期＋当年度上期の予測通信量） 

 
■ 第四次モデルの概要（平成２０年度～２２年度の接続料算定に適用） 

○ 交換機設備の維持延命に伴うコストの反映（修理コスト等） 
○ 経済的耐用年数の適正化（交換機ソフトウェア、光ファイバ） 等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ ユニバーサルサービス制度に係る補填対象コストの算定方法の変更に伴い、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト（実際

ネットワークにおけるＲＴ設置局である局舎の当該伝送路コスト）を、平成２０年度をベースにして段階的に（２
０％ずつ）接続料原価に算入 

・ その他ＮＴＳコストは、引き続き、段階的に接続料原価から控除（平成２１年度で１００％控除） 
・ 接続料算定は、最新の入力値により、各年度ごとに算定（通信量は前年度下期＋当年度上期の予測通信量） 
 

■ 第五次モデルの概要（平成２３年度～２４年度の接続料算定に適用） 
○ 加入電話の回線数算定方法の変更、ＧＣとＲＴの設置基準の見直し、ＧＣに係る施設保全費の見直し 
○ 一部設備の経済的耐用年数の見直し                                         等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き、段階的に接続料原価に算入（平成２３年度で１００％算入） 
・ 接続料算定は、最新の入力値により、各年度ごとに算定（通信量は前年度下期＋当年度上期の予測通信量） 

■ 第六次モデルの概要（平成２５年度～２７年度の接続料算定に適用） 
○ 回線数の減少に対応したネットワーク構成に見直すため、局設置ＦＲＴを導入 
○ 東日本大震災を踏まえ災害対策（中継伝送路の予備ルート、局舎の災害対策等）の反映  等 
【接続料算定方式の主なポイント】 
・ ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、引き続き、段階的に接続料原価に算入（平成２３年度で１００％算入） 
・ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえ、交換機の減価償却費等について、実際の設備の償却済み比率に

基づく補正（平成２５年度は１／３、平成２６年度は２／３、平成２７年度は３／３）を実施。 
・ 接続料算定は、最新の入力値により、各年度ごとに算定（通信量は前年度下期＋当年度上期の予測通信量） 
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第２節 研究会再開の経緯 

 

平成２４年答申においては、次期モデルの検討に際して、ＰＳＴＮを取り巻く今後の

環境変化を踏まえ、「スコーチド・ノードの仮定 4」等の前提条件の見直し、ＩＰ－ＬＲＩＣ

モデル（以下「ＩＰモデル」という。）の検討及びＮＧＮ接続料との関係といったＩＰ網へ

の移行を踏まえた本格的な見直しについても検討が必要である旨、指摘されてい

る。 

 

これを踏まえ、本研究会は平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデルとし

て、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえつつ、ＩＰモデルの検討及びスコーチド・

ノード等の前提条件の見直しを含めた現行のＬＲＩＣモデルの見直しについて検討を

行うこととした。 

なお、平成２４年答申で指摘のある「ＮＧＮ接続料との関係」については、プライシ

ングに係る議論として扱うことが適当であることから、本研究会の検討対象とはして

いない。

                                                 
4 現在の局舎位置を前提とし、その局舎に設置される設備を現在利用可能な最も低廉で最も効率的

なものに置き換えるという想定。 
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第３節 モデルを取り巻く環境の変化 

 

（１） ＰＳＴＮに係るトラヒックや契約数の動向 

 

携帯電話やインターネット等の普及による通信サービスの多様化が進み、近年

では音声通信サービスに係るトラヒックは減少傾向が続いており、とりわけ、発着

信ともに、固定電話の減少が大きい（図１-２、図１-３）。 

 

 

図１-２ 通信状況の推移（発信） 

 

 

図１-３ 通信状況の推移（着信） 
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また、ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要なトラヒックも一貫して減少傾向にある。

平成２５年度については、ＧＣ交換機を経由する主要なトラヒックは、通信回数で前

年度比約１２％減、通信時間で前年度比約１３％減と、前年度末比で約１割減少し

ている（図１-４）。 

 

 

図１-４ ＮＴＴ東西の交換機を経由する主要なトラヒックの推移 

 

加入電話・ＩＳＤＮに係る契約数についても一貫して減少傾向にあり、平成２５年

度末では、前年度末比で約８％減少している（図１-５）。 

 

 

 

図１-５  加入電話・ＩＳＤＮ契約数の推移 
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ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮの契約数も一貫して減少傾向にある。平成２５年

度末では、前年度末比で約８％減少している（図１-６）。 

 
 

図１-６ ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ契約数の推移 

 

主な音声通信サービスの契約者数の推移を比較すると「加入電話＋ＩＳＤＮ」の

契約数については、平成２５年度末時点で、前年度比約８％減少し、約３，０００万

契約となっている一方、同時点における「ＩＰ電話」の利用番号数は、前年度末比で

約８％増の３，３７８万件となり、「加入電話＋ＩＳＤＮ」の契約数を上回っている。ま

た、「ＩＰ電話」のうち「０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話」については、前年度末比で約１０％増の２，

６５０万件となっており、引き続き高い増加率を示している（図１-７）。 

 

図１-７ 音声通信サービスごとの契約数の推移 
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（２）ＩＰ網への移行に関する事業者の動向 

 

図１－８に主な国内外の事業者のネットワークのＩＰ化の動向について示す。例

えば、ＮＴＴ東西は、平成２２年１１月、ＰＳＴＮからＩＰ網への計画的な移行に関する

考え方である「ＰＳＴＮのマイグレーションについて ～概括的展望～」（以下「概括

的展望」という。）を発表しており、ＩＰ系サービスへの需要のシフト及びＰＳＴＮ交換

機の寿命等を勘案し、ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションを２０２０年（平成３２

年）頃から開始し、２０２５年（平成３７年）頃に完了することとしている。 

また、その他の国内外の主な事業者においてもネットワークのＩＰ化に向けた取

組を進めているところである。 

 

 

 

図１－８ 各事業者のネットワークのＩＰ化スケジュール（概要） 

※事業者のホームページや聞き取り等に基づき作成。 
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第Ⅱ章 検討項目及び進め方 

 

平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデルの検討に当たっては、第Ⅰ章

第２節で述べたとおり、 

○ＩＰモデルの検討（第Ⅲ章） 

○前提条件の見直しを含めた現行のＬＲＩＣモデルの見直し（第Ⅳ章） 

を行うこととし、ＩＰモデルの具体的な検討については「モデル検討ワーキンググルー

プ（ＷＧ）」を、前提条件の見直しを含めた現行のＬＲＩＣモデルの見直しについては

「モデル見直しＷＧ」をそれぞれ設置した。（図２-１）。 

 

 

図２－１ 検討体制 

 

また、今回の検討に際しては、引き続き、第二次モデル検討時に整理した「基本的

事項についての考え方」を踏襲することとした。この「基本的事項についての考え方」

は、以下のとおりである（表２-１）。 

 

表２-１ 基本的事項についての考え方 
 

１ 設備・技術に関す
る想定 

諸外国におけるモデルの考え方を踏まえ、モデルで提示されるネットワークは、現時点
で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術を採用するものとする。これら設
備・技術は実際の指定電気通信設備に使用されているものに限定せず、信頼性のあ
るコスト把握が可能な範囲で、少なくとも内外有力事業者で現に採用されている例が
稀ではない設備・技術を検討対象とする。 

２ 客観的データの
活用 

基本的には国勢調査、事業所・企業統計調査等の公的・客観的なデータを可能な限り
採用する。また、事業者等の実績データに基づく検討が必要な場合においても、特定
の事業者やメーカのデータのみに立脚することを可能な限り避け、複数のデータを総
合的に勘案する。一方、投資額に関するモデルの入力値については、信頼性のある
入手可能な直近の再調達価額データを基に決定する。 

3 関係法令との整合 モデルは、技術関係法令や接続関係法令等、我が国の規制・政策と整合性のとれた
ものとする。例えば、モデルで想定するネットワーク構成は、事業用電気通信設備規則
の伝送路や予備機器の設置等に関する規定を踏まえたものとする。 

4 外国モデルとの整
合性・独自性 

諸外国におけるモデルとの整合性を可能な限り考慮する一方、地理的条件等におけ
る我が国の独自性も適切に考慮する。例えば、前述の利用可能な設備・技術等の基
本概念、モデルの基本的な構成等は、諸外国におけるモデルの考え方とも可能な限り
整合性のとれたものとする。その一方で、地形、需要分布、災害対策の必要性等、我
が国の独自性を考慮することとする。 
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5 算定条件の中立性 モデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技
術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定するものであり、モデルで想定す
るネットワークは、特定の事業者の設備構成を前提とせず、合理的、一般的な仕様の
機器を効率的に組み合わせたものとする。同様に、モデルで算定される保守コスト、共
通コスト等についても、特定の事業者の実態にとらわれずに、上記のネットワークを管
理運営するために一般的に必要な水準を念頭に置くものとする。 

なお、設備の価格低下や技術進歩は時間の経過に伴って生じるものであり、価格低下
が起こる以前の特定の事業者の経営・投資判断の適・不適を評価することは本モデル
の目的とするところではない。同様に、ＩＰ化等の進展を踏まえた事業者のネットワーク
高度化や我が国の将来的な通信網高度化ビジョンの策定等の評価についても本モデ
ルの目的とするところではない。 

6 プライシングから
の中立性 

本研究会は、今後の長期増分費用方式に基づく接続料の算定方式の在り方等の検
討に資するため、技術モデルの構築とこれを用いた費用算定を調査研究事項とするも
のであり、モデル入力値の適用領域や導入スピードといった事項は検討対象外とす
る。モデル策定に当たっては、原則として、個別のアンバンドル要素単位コストや地域
単位コストを具体的に算定する、いわゆるコスティング（費用把握方法）を専ら目的と
し、算定されたコストから実際の接続料をどのように算定すべきであるかという、いわ
ゆるプライシング（接続料算定方法）の議論からの中立性を保つこととする。 

7 透明性・公開性の
確保 

透明性の確保の観点から、モデルにおける技術的な想定や具体的な算定方式等の導
出根拠は、事業者の経営上の機密に十分配慮した上で、可能な限り客観的かつ明確
に示し得るものとする。また、検討の過程において、作業の全体スケジュールに支障を
生じないよう配慮しつつ、透明性・公開性の確保に努めるものとする。 

8 国が進めている政
策との整合性への
留意 

電線類地中化や加入者回線の光ファイバ化の推進等については、国の方針として推
進している政策であることから、現行モデルの見直しにおいては、可能な範囲でこれら
の政策との整合性に留意する。効率性の追求といったモデル構築の基本的理念から
は、これらの政策をモデルに反映することが困難な面もあるが、非効率性の排除とい
った長期増分費用モデルの理念をも尊重しつつ、モデルで算定された結果と現実の設
備状況を比較し、国が進めている政策の目標値等との乖離が大きい場合には、これら
の政策との整合性確保につき再度検討を行うものとする。 
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第Ⅲ章 ＩＰモデルの検討 

 

第１節 これまでのＩＰモデルに関する検討 

 

本研究会では、平成１５年以降、電気通信事業者のネットワークのＩＰ網への移行

が進展している状況等を踏まえ、「ＰＳＴＮではなくＩＰ網をベースとしたネットワーク・機

器構成等をモデル化し、ＰＳＴＮに係る接続料のコスト算定に用いるモデル」として、Ｉ

Ｐモデルの検討を適宜進めてきた。 

 

平成１５年９月から平成１６年４月までの第三次モデル検討の際には、VoＩＰ技術

を用いた音声サービスが従来型固定電話の有力な代替手段となる可能性が指摘さ

れ、VoＩＰ技術をモデルに適用する旨の提案があった。 

 

平成１８年１０月から平成１９年４月までの第四次モデル検討の際には、ＩＰ網が持

つ特徴に起因する課題（スピードの早い技術革新を踏まえた効率的な網構成のモデ

ルへの反映方法、ＩＰ網における音声サービスの品質・信頼性・安全性の観点から適

正なコスト算定方法、音声サービスとそれ以外のサービスのコスト配賦方法等）につ

いて議論が行われた。 

 

平成２３年７月から平成２４年３月までの第六次モデルの検討の際には、ＷＧメン

バーからＩＰモデルの具体的なモデル提案が行われたことなどを踏まえ、ＩＰモデルの

前提となる考え方やＩＰモデルの構築に関する具体的な課題について検討・整理が

行われた。 

 

表３－１ 第六次モデル検討時のＩＰモデルに係る課題の整理・検討一覧 

 

 

さらに、平成２４年答申においては、「（第六次モデル以降の）次期モデルの検討に

際しては、現時点に比べて、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展していることが想定さ



- 15 - 

 

れることから、ＰＳＴＮを取り巻く今後の環境変化を踏まえつつ、「スコーチド･ノードの

仮定」等の前提条件の見直し、ＩＰモデルの検討及びＮＧＮ接続料との関係といったＩ

Ｐ網への移行の進展を踏まえた本格的な見直しについても検討が必要」との考え方

が示された。 

 

こうした経緯を踏まえ、平成２５年６月にモデル検討ワーキンググループ（以下「モ

デル検討ＷＧ」という。）を本研究会の下に設置し、平成２６年４月、具体的なモデル

を取りまとめた。 
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第２節 ＩＰモデルの概要 

 

本研究会で検討したＩＰモデルは、一般の電気通信事業者がＩＰネットワークの構

築に当たって参照することを目的とするものではなく、平成２８年度以降のＰＳＴＮの

アンバンドル機能に係る接続料の算定に適用されるものとして検討するものである。 

 

このため、ＩＰモデルの基本的考え方や前提条件については、第六次モデルの検

討の際に検討・整理された課題を踏まえつつ、ＰＳＴＮモデルとの比較・検証が可能

なモデルとすることを目的に整理した。 

以下に、ＩＰモデルの概要をまとめる（詳細は、参考資料１「長期増分モデル研究

会モデル検討ワーキンググループ報告書」を参照。）。 

 

 

１． ＩＰモデルの基本的考え方 

 

ＰＳＴＮモデルとの比較・検証が可能なモデルとすることに留意し、モデル構築の

ための基本的な考え方を次のとおりとした。 

 

（１） 基本構成 

 

ＩＰモデルは、ＰＳＴＮモデルの代替として検討されるものであることから、その基

本構成は、次のとおり、ＰＳＴＮモデルの構成を踏まえたものとした。 

（ⅰ）「スコーチド・ノードの仮定」等のＬＲＩＣモデルの前提条件については、現行の

ＰＳＴＮモデルの前提条件を適用する。ただし、ＩＰ網の技術的特性により前提

条件の適用が適切でない事項がある場合は、これを見直す。 

（ⅱ）モデルの基本構成についてはＰＳＴＮモデルの構成5を踏襲するが、ネットワ

ークモジュールについては、コア網をＩＰ化した場合を想定する（図３－１）。 

 

                                                 

5  

ＰＳＴＮモデルは、加入者回線の設備量を算定する「加入者回線モジュール」、交換機や伝送装置

等の設備量を算定する「ネットワークモジュール」、ネットワークモジュールで算定された設備を稼働さ

せるために必要な局舎関連設備量を算定する「局舎モジュール」、各モジュールの設備量から投資額

や資本コスト、保守コスト等を算定し、アンバンドル要素単位のコストを算定する「費用モジュール」の

４つのモジュールから構成。 
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図３－１ ＰＳＴＮモデルとＩＰモデルとの関係 

 

（２） 国内外のＩＰ網に関する技術動向を踏まえたモデル 

 

ＩＰ網への移行の進展状況やＩＰ網の技術的発展動向を踏まえた適切なコスト算定

モデルとしてＩＰモデルを構築するためには、モデルが国内外の事業者により採用実

績のある設備を前提に適切に構成されているかを確認することが必要である。 

 

この点、第Ⅰ章第３節にも示したとおり、現在、国内外の主要な事業者の多くが

ネットワークのＩＰ化を進めており、また、欧州では既に、コスト算定モデルとしてＩＰ

モデルが適用されている事例も見られる。 

 

このため、ＩＰモデルに用いられる設備については、基本的に実際の電気通信事

業者において採用実績のある設備を用いることとし、また、モデルの構築に当たっ

て、国内の電気通信事業者からの適切な指標の収集が困難なものがある場合に

は、海外のＩＰモデルについても参考とすることとした。 

 

 

２． ＰＳＴＮを代替する最新同等設備としてのＩＰ網の考え方 

 

ＩＰモデルにより想定されるネットワークが、ＰＳＴＮを代替する最新同等設備とみ

なせるよう 

（ⅰ）モデルが考慮すべきネットワーク機能やサービスの考え方 

（ⅱ）モデルにおけるＩＰ化の範囲の考え方 

については、次のとおりとした。 

 

（１） モデルが考慮すべきネットワーク機能やサービスの考え方 

 

ＰＳＴＮで提供されるサービスや機能のうち、ＰＳＴＮを代替する最新同等設備と

してＩＰモデルが考慮すべきものについて、下表のとおりとする。 
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表３－２ ＩＰモデルで考慮すべきサービス・機能の範囲の考え方 

 

 

（２） ＰＳＴＮのアンバンドル機能の扱い 

 

現在、ＬＲＩＣの算定対象とされているアンバンドル機能に対し、モデル化の可否

やコスト配賦方法等について、ＩＰモデルでの算定可能性を整理した。 

 

（３） ＩＰモデルが考慮すべき音声サービス品質 

 

ＩＰモデルが考慮すべき音声サービス品質については、事業用電気通信設備規

則（昭和６０年郵政省令第３０号）においてＰＳＴＮに適用される品質基準（具体的

には、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話相当）と同等とすることを前提とした。 

 

 

３． モデルにおけるＩＰ化の範囲 

 

前述のとおり、ＩＰモデルは、「ＩＰ網をベースとしたネットワーク・機器構成等をモデ

ル化」したものであるが、モデルの構築に当たっては、ネットワーク全体のうちＩＰ技術

を採用する範囲について整理する必要がある。 

 

この点、ＩＰ化の範囲を次の３つのパターンに分類し整理した。 

（ⅰ） コア網からＩＰ化（コア網のみＩＰ化） 

（ⅱ） き線点等からＩＰ化（アクセス回線の途中からＩＰ化） 

（ⅲ） 加入者宅からＩＰ化（いわゆるフルＩＰ） 
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（ⅰ）及び（ⅱ）では、ＴＤＭ6とＩＰを変換する設備が必要となることを踏まえると、ネ

ットワーク全体の効率性の観点からは、ＩＰのみで構築される（ⅲ）が最も適切なモデ

ルと考えられる。しかしながら、（ⅲ）の提供形態については、現時点ではブロードバ

ンドと電話サービスがセットで提供されることが一般的であることから、ＰＳＴＮで提供

される電話単独サービスをモデル化するためには、その設備や加入者とネットワーク

側の費用負担の関係についての前提条件を新たに整理することが必要となる。 

さらに、（ⅱ）及び（ⅲ）の場合、メタルアクセス回線を前提としている現行の局舎配

置が必ずしも合理的な局舎配置とは言えないことから、「スコーチド･ノードの仮定」の

見直しについても検討が必要となり得る。 

 

以上を踏まえ、現時点では（ⅰ）をＩＰ化の範囲としてモデルを構築した。 

 

 

図３－２ ＩＰ化の範囲 

 

 

４． ＩＰモデルの具体的な構成 

 

ＰＳＴＮモデルは、加入者回線モジュール、ネットワークモジュール、局舎モジュー

ル、費用モジュールの４つのモジュールから構成されており、ＩＰモデルについても同

様の構成とした。 

 

（１） 加入者回線モジュール 

 

加入者回線モジュールについては、メタルアクセス回線を前提としているため、

配線ロジックや設備量算定等の基本的な考え方はＰＳＴＮモデルと同様である。な

お、ＦＲＴから収容局までの光ファイバの収容については、現時点ではこれに対応

するインタフェースが存在しないが、ＩＰモデルを構成する設備には、対応するイン

                                                 
6 ＴＤＭ：Time Division Multiplexing 
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タフェースが存在するものと仮定し、設備量を算定することとした。 

 

（２） ネットワークモジュール 

 

ア 局の帰属関係 

 

ＩＰモデルにおける局の帰属関係は、ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能の接続

料算定に用いることを踏まえ、ＰＳＴＮモデルにおけるＧＣ局に相当する局を位

置付けることとした。 

図３－３ ＰＳＴＮとＩＰ網の論理的ネットワークの比較 

 

イ 局内設備及びネットワーク機能の概要 

 

アで整理した局の帰属関係やＷＧ参加事業者から提案された具体的な設備

構成を踏まえて、各局の局内設備とネットワーク機能を次のとおり整理した。 

○収容局のうち、ＧＣ接続の需要がある局については、メディアゲートウェイ（ＭＧ

Ｗ）等を設置し、相互接続を可能とする。 

○アナログ電話やＩＳＤＮ等のサービスについては、図３－４のとおり、それぞれ

異なる装置で収容し、ＩＰ変換及び通話接続先の特定を行う。 
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図３－４ 音声専用設備の機能群と機能分担 

 

○ネットワークの冗長性については、安全信頼性の確保の観点から、設備は可

能な限り二重化（筐体内冗長となる場合は、電源部及び制御部のそれぞれが

独立）を図る。 

 

図３－５ ネットワークの冗長性確保の考え方 

 

○他のサービスとの設備共用の範囲については、ＰＳＴＮモデル同様、可能な限

り他のサービスと共用させることとしているが、ルータについては、共用を前提

とした場合、モデルで採用すべき設備が限定される可能性があるため共用は

せず、伝送装置についてはＰＳＴＮモデル同様、光地域ＩＰサービスとの共用は

しない。 
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○伝送装置等の設備量の算定方法及び費用配賦方法については、基本的には

ＰＳＴＮモデルと同様とする。 

 

ウ 呼制御機能の有無に着目した設備量算定 

 

ＰＳＴＮでは、輻輳を避けるために交換機が同時接続を制限する機能を有して

おり、ＰＳＴＮモデルにおいても交換機がこの機能を有することを前提としている。

このため、ＰＳＴＮモデルの設備量算定は、実際のＰＳＴＮにおける最繁時のトラヒ

ックの処理が可能な設備量を算定している。 

 

他方、ＩＰモデルでは、交換機が有するような伝送路容量に応じた同時接続を

制限する機能を考慮していないため、実際のＰＳＴＮにおける最繁時トラヒックを

基にＩＰネットワークの設備量を算定した場合、ＰＳＴＮの最繁時トラヒックを超えた

トラヒックの発生に対し、０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話に求められる音声サービス品質を確

保することが困難なものとなる可能性がある。 

 

これを踏まえ、ＩＰモデルの設備量は以下の２つのケースを想定して算定する

こととした。 

 

【ケースＡ】 ＰＳＴＮの最繁時トラヒックをＩＰモデルの最繁時トラヒックとして設備

量を算定（アナログ回線の収容装置にＰＳＴＮと同等の同時接続を制

限する機能を具備するものと仮定） 

       （技術的に可能と考えられるが、音声収容装置の生産が終了してい

ることなどから、コスト推計を行っていない。また、同時接続制限を音

声収容装置及びＩＳＤＮ収容交換機のそれぞれで行うことが、ネットワ

ークとして最適かどうかも検討が必要。） 

【ケースＢ】 アナログ電話加入者の呼率が１００％の場合を想定した最繁時トラ

ヒックとして設備量を算定 

          （全ての加入者が同時に通話する可能性は極めて低く、過剰な設備

になる可能性がある。） 
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図３－６ 設備量算定の考え方 

 

（３） 局舎モジュール 

 

局舎種別や局舎設備の算定方法は、基本的にはＰＳＴＮモデルの考え方と同様

である。 

 

（４） 費用モジュール 

 

費用モジュール構成の基本的な考え方は、ＰＳＴＮモデルと同様である。 

 

また、ＩＰ網においては、ＰＳＴＮの集線機能に当たる概念がないため、ＴＳ／ＮＴＳ

の区分が必ずしも明確にはならない。このため、ＩＰモデルを構成する各設備のＴＳ

／ＮＴＳ区分については、ＩＰモデルを構成する各設備とＰＳＴＮモデルを構成する各

設備との機能の類似性に着目し、分類を行った（図３－７）。 

 

さらに、アンバンドル要素単位コストについても、ＩＰモデルを構成する各設備とＰ

ＳＴＮモデルを構成する各設備との機能の類似性に着目し、分類を行った。 
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表３－３ アンバンドル区分と設備コストの対応関係 
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５． ＩＰモデルの留意点 

 

今回検討を行ったＩＰモデルに関する留意点として、挙げられた項目を以下に示

す。 

 

（１） ネットワークに関する留意点 

 

ＩＰモデルのネットワーク構成については、次の点に留意が必要である。 

○ＩＰモデルはＰＳＴＮへの適用を視野に入れて構築したものであり、また、現時点

で推計可能な通信量に制約がある点を考慮して構築されたものであることから、

今後、より効率的なモデル案を検討する余地がある。 

○路上のＦＲＴから収容局までの光ファイバの収容方法については、現時点で対応

したインタフェースを有する設備は存在しないが、今回採用した収容装置でも収

容可能と仮定している。 

○緊急通報に係るコストの一部 7や公衆電話の課金情報の伝送方法等については、

現時点でＩＰ網での実現方式が定まっていないため、これらの機能を具備するた

めのコストが反映できなかった。 

 

このため、仮にＩＰモデルをＰＳＴＮの接続料算定に用いる場合には、ＩＰ網に係る

技術動向や上記の留意点を踏まえながら、適宜適切にモデルの改良を行っていく

ことが適当である。 

 

（２） アンバンドル機能等 

 

ＩＰモデルでは、ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能のうち、「中継伝送専用機能」及

び「信号伝送機能」については、ＩＰ網を前提とするネットワークではモデル化するこ

とが困難であったため、算定対象外とした。 

 

このため、仮にＩＰモデルをＰＳＴＮの接続料算定に用いる場合には、これらの算

定対象外となっているアンバンドル機能のコスト算定の在り方について整理するこ

とが必要となる。 

 

（３） ユニバーサルサービス対象コスト等の算定に係る留意点 

 

ＩＰモデルの加入者回線モジュールは、ＰＳＴＮモデルの考え方を基本としている

                                                 
7 災害時による二重故障時の迂回接続対応機能、接続先指令台の選択機能等の一部機能に係るコ

スト 



- 26 - 

 

ため、加入者回線に係る現行のユニバーサルサービス対象コストの算定は可能で

ある。 

他方、ＩＰモデルにおけるユニバーサルサービス対象コストの算定対象設備がＰ

ＳＴＮモデルと異なり、現行のユニバーサルサービスの補填額算定に用いる場合に

は、留意が必要である。 

例えば、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路については、収容局からＧＣ相当局を結ぶ伝送路

などの設備の一部に吸収されるため、いわゆるＴＳコストに相当する設備の一部に

含まれることとなる（図３－７）。 

 

 

 

図３－７ ＰＳＴＮモデル・ＩＰモデルにおけるＮＴＳコストの対応関係
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第Ⅳ章 現行のＬＲＩＣモデル（第六次モデル）の見直し 

 

平成２４年答申において、ＬＲＩＣモデルの前提条件について「継続的な需要の減

少やＩＰ網への移行の影響等によって、見直しの可能性が考えられるものも存在する。

このようなモデルの前提を見直す場合には、局舎の設置条件や技術的課題等につ

いて、十分な期間を設け詳細な検討を行う必要がある。」とされている。 

 

このため、現行モデルである第六次モデルの見直しについては、 

○ ＬＲＩＣモデルの前提条件の見直し 

○ その他モデルネットワークの効率化や最新の実態への即応性 

の２つの観点から検討を行った。 

 

第１節 ＬＲＩＣモデルの前提条件の見直しに関する検討 

 

現在のＬＲＩＣモデルの前提条件の見直しについては、ＷＧメンバーから提案を募

集した結果等を踏まえ、 

○ ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービス 

○ 局舎位置の固定（スコーチド・ノードの仮定） 

について、検討を行った。 

 

表４－１ ＬＲＩＣモデルの前提条件 
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１．「ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービス」の見直し 

 

 （１） 概要 

 

ＬＲＩＣモデルの前提条件のうちＬＲＩＣモデルがコスト算定対象とするサービス

は、加入電話及びＩＳＤＮとされている。しかしながら、ＮＴＴ東西の中継交換機は、

これらのサービスに加え、他事業者からＮＧＮへの接続や他事業者間での相互

接続に利用されるなど、いわゆるハブ機能として利用されており、また、近年は、

この利用割合が拡大してきている。 

こうしたことから、新たにハブ機能として中継交換機を利用する通信（ＩＣトラン

ジット呼）をＬＲＩＣモデルがコスト算定対象とするサービスに加えるべきとの提案

がなされた。 

 

図４－１ モデルの算定対象とハブ機能のイメージ 

 

 

図４－２ ＩＣトランジット呼のモデル化のイメージ 
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 （２） 論点 

 

 ア 提案の是非について 

 

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期においては、ＩＣトランジット呼に係る需要が一定程

度維持されるものと考えられることから、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展等を踏ま

えた見直しとして、ＩＣトランジット呼をＬＲＩＣモデルのコスト算定対象に新たに加え

ることは適当と考えられる。 

   

 イ モデルへの反映方法  

 

現行モデルでは、ＮＴＴ東西の加入者交換機を通過する最繁時呼量（ＢＨＥ）、最

繁時呼数（ＢＨＣＡ）等から中継交換機の必要設備量を算定しているが、新たにＩＣ

トランジット呼を算定対象に加えて中継交換機の設備量を算定するためには、ＩＣト

ランジット呼を含めた中継交換機のＢＨＥ等を把握する必要がある。しかしながら、

中継交換機のＢＨＥ等を把握するためには、新たに中継交換機等に改修を行う必

要があり、また、これには相当の改修期間が必要となることが見込まれる。 

 

このため、今回のモデル見直しにおいては、現時点で把握可能な通信量を用い

て算定を行う方法を検討することとした。 

具体的には、年間総通信量とＢＨＥ等との間に強い相関8があることに着目し、

図４－３にあるとおり、中継交換機の年間総通信量を用いてＩＣトランジット呼を含

めた中継交換機のＢＨＥ等を推計し、設備量を算定する方法が検討された。 

 

図４－３ ＩＣトランジット呼に係るＢＨＥ、ＢＨＣＡ等の推計方法 

                                                 
8 ＢＨＥと総通信時間、ＢＨＣＡと総通信回数の相関係数は共に 0.9 を超えている。 
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（３） 結論 

 

 現在のＬＲＩＣ算定対象サービスである加入電話及びＩＳＤＮに加え、新たにＩＣトラ

ンジット呼についても、算定対象に加えることが適当である。また、モデルへの反映

方法については、現時点では、年間総通信量を用いて中継交換機の設備量を算

定することが適当である。 

 

 

２．「局舎位置の固定（スコーチド・ノードの仮定）」の見直し 

 

（１） 概要 

 

現行モデルの局舎位置については、実際の局舎位置を用いることとする「スコー

チド・ノードの仮定」を採用している。他方、平成２４年答申においては、「ＩＰ網への

移行の進展等により、ＰＳＴＮに係る需要の継続的な減少が想定されることから、

需要の減少により適切に対応した効率的なネットワーク構成に関して検討を行う際

には、「スコーチド・ノードの仮定」についても、必要に応じ、今後の環境変化に適切

に対応するよう見直しを行うことが考えられる」と指摘されている。 

 

ＬＲＩＣモデルの局舎位置については、「スコーチド・ノードの仮定」のほか、実際

の局舎位置を前提とせず、ネットワークを一から創設することを想定する「スコーチ

ド・アースの仮定」の考え方がある。「スコーチド・アースの仮定」は、既存の局舎位

置に縛られることなく、需要に応じた最も効率的な局配置とネットワーク構成を想定

することが可能である一方で、適切な収容区域や局舎位置の在り方など、ネットワ

ークを創設するに当たっての基本的な考え方を整理する必要があるなど、モデル

の見直しとして扱うには適当ではない。 

このため、「スコーチド・ノードの仮定」の見直しに当たっては、現行モデルの局

舎位置を前提としながらも局舎の統廃合などにより効率化が可能かどうかを検討

することが現実的なものと考えられる。 

 

「スコーチド・ノードの仮定」の見直しとして、ＷＧメンバーからは、ＲＴ局のうち収

容回線数が大きく減少している局舎として局設置ＦＲＴが設置される局舎（局設置Ｆ

ＲＴ局）を廃止し、当該局舎に設置する設備を隣接局へ移設・集約すべきとの提案

がなされた。 



- 31 - 

 

 

図４－４ 局舎設備の統廃合 

 

（２） 論点 

 

 局設置ＦＲＴ局の隣接局への移設・集約について、一般にメタル回線の最大伝送

距離は７ｋｍとして運用されており、仮に移設・集約を行った場合には、隣接局から

加入者までの回線距離が相当長くなることが想定されるのではないかとの意見が

示された。 

  

 局設置ＦＲＴ局の隣接局との中継伝送路ループについては、図４－５にあるとおり、

７ｋｍ超の局舎が全体の８割近くを占めている。また、残りの局舎についても、大半

の局舎が４ｋｍ以上の中継伝送路ループで結ばれており、これに加入者までの回線

距離を考慮すると、局設置ＦＲＴ局を隣接局へ移設・集約した場合に、新たにＦＲＴが

必要となる可能性もあり、かえってネットワークコストの上昇を招く可能性がある。 

 

このため、局設置ＦＲＴ局の移設・集約については、見送ることが適当と考えられ

る。 

 

   なお、局設置ＦＲＴ局に設置するＦＲＴは、通常、屋外に設置されている設備であ

ることから、局設置ＦＲＴ局の局舎については、効率化の観点から局舎を取り外す、

又は、より簡易な局舎とすることを検討すべきとの意見が示されたが、局にはＦＲＴ

の他に、ＣＴＦやリピータ等が設置されることからＦＲＴ以外の設備を収容する局舎

が必要であること、また、より簡易な局舎について具体的な提案がなかったことか

ら、見送ることとした。 
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図４－５ 距離別の中継伝送路ループ区間数（ＦＲＴ局とその隣接局） 

 

（３） 結論 

 

局舎間の中継伝送路ループの距離に着目すると、局設置ＦＲＴ局の隣接局への

移設・集約を行った場合、ＦＲＴの増加など、アクセス回線のコストが増加する可能

性があるなどネットワークの効率化に対する効果が必ずしも明確ではない。このた

め、スコーチド・ノードの仮定の見直しについては、今回のモデルへの採用は見送

ることが適当である。 

なお、今後も引き続きスコーチド・ノードの仮定の見直しの検討を行う場合には、

アクセス回線に係るコストの増加等を慎重に考慮しながら検討を行うことが適当で

ある。 
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第２節 ネットワークの効率化に関する検討 

 

１．局舎の帰属関係の見直し 

 

（１） 提案概要 

 

現行モデルでは、同一ＭＡに複数のＧＣ局がある場合、全てのＲＴ局（局設置ＦＲ

Ｔ局を含む。）からの伝送路の総距離が最短となる一のＧＣ局に全てのＲＴ局が帰

属することとなっている。 

しかしながら、効率的なネットワーク構築の観点からは、同一ＭＡ内に複数のＧ

Ｃ局がある場合には、ＲＴ局ごとに伝送路距離が最短となるＧＣ局を選択し、帰属

先とすべきではないかとの提案がなされた。 

 

 

図４－６ 帰属関係の見直し 

 

（２） 結論 

 

効率的なネットワーク構築の観点からは、提案のとおり、同一ＭＡに複数のＧＣ

局が存在する場合には、各ＲＴ局は、それぞれの伝送路の距離が最短となるＧＣ

局を選択し、帰属先を決定するモデルとすることが適当である。 

 

 

２．局舎種別（ＧＣ局／ＲＴ局）の判定基準の見直し 

 

（１） 提案概要 

 

現行モデルの局舎種別の判定については、加入者回線数１２，０００を閾値とし、

収容区域における加入者回線数がこれを超える場合にはＧＣ局、超えない場合に



- 34 - 

 

はＲＴ局（又は局設置ＦＲＴ局）としている。この閾値は、実際のＧＣ局及びＲＴ局の

加入者回線数とそれぞれに設置される設備（ＧＣ局は交換機、ＲＴ局はＲＴ（遠隔収

容装置））の投資額実績に基づき設定されたものである。 

他方、図４－７にあるとおり、モデル上のＲＴ局においては、実際のＲＴ局と異なり、

ＦＲＴにより光化されＲＴには収容されない加入者回線が一定程度存在している。 

これを踏まえ、現在の閾値による局舎の種別判定については、収容区域の回線

数からＦＲＴにより光化された回線数を控除して行われるべきとの提案がなされた。 

 

 

図４－７ 実際とモデルのネットワークの比較 

   

（２） 論点 

 

ア 提案の是非について 

 

現在の閾値は、実際のネットワークにおける収容局の加入者回線数と投資額

の関係から設定した値であるため、モデルに適用する場合にも、あくまで収容局

の加入者回線数に着目して適用すべきであり、提案を採用することは適切では

なく、実際のネットワークとモデルのネットワークとの差異を是正したいのであれ

ば、実際のネットワークにおけるデータを用いず、モデルの中で最も効率的なＧＣ

局／ＲＴ局の配置を検討すべき、との意見も示された。 

しかしながら、現在の閾値について、実際のネットワークのＲＴ局は、加入者回

線数と加入者を直接収容する設備の投資額を基に設定されている一方、モデル

におけるＲＴ局は、実際のネットワークとは異なり、局内の設備であるＲＴに直接

収容されない加入者回線数が一定程度存在することを踏まえれば、実際の局舎

とモデルのネットワーク構成の差異を是正する本提案によりネットワーク効率化

の効果を検証することは適当と考えられる。 
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図４－８ 実際とモデルのネットワークからみた閾値の考え方 

 

           図４－９ 判定基準見直しによる回線数の考え方 

 

イ モデルへの反映方法 

 

①モデルへの反映に当たっての留意点等 

 

提案をモデルに反映する場合の留意点として、次の事項が挙げられた。 

（ⅰ）実際のＲＴ局投資額に光化された加入者回線数の影響を考慮 

（ⅱ）モジュール間の局舎種別の差異に対するモデルの安定性確保 

（ⅲ）ＧＣ局交換機ユニット数の増加に伴う交換機スペックの見直し 
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（ⅰ） 実際のＲＴ局投資額に光化された加入者回線数の影響を考慮 

判定基準の見直しに従い光化された回線を控除して局舎の種別を判定す

る場合、現在の閾値の根拠となる実際のＲＴ局では発生しないＦＲＴ－ＧＣ間

伝送路や当該伝送路を収容するための交換機に係る投資額をＲＴ局設置に

必要な投資額として考慮することが必要との考え方が示され、これを反映す

るため、補正案（補正案１）が示された。 

 

 

図４－１０ 補正案１の考え方 

 

補正案１は、図４－１０にあるとおり、実際のＲＴ局ではＦＲＴ－ＧＣ間伝送

路等に係る投資額が発生しないため、当該投資額をＲＴ局設置に必要な投

資額として考慮することが不可能であることから、これに代えて実際のＧＣ局

の投資額から光化された加入者回線の通信処理に係る設備見合いの投資

額を控除して新たな閾値を設定するという考え方である。 

 

（ⅱ） モジュール間の局舎種別の差異に対するモデルの安定性確保 

判定基準の見直しを行った場合、モデルにおける加入者回線モジュール

とネットワークモジュールとの間で局舎の種別に差異が発生し、経済比較を

行わないＦＲＴ－ＧＣ間伝送路が増加するため、ネットワーク全体の効率化が

必ずしも確保されないとの意見が示された。 

この課題を是正する方法として、補正案２が示された。 

 

補正案２は、図４－１１に示すとおり、判定基準がＦＲＴからの回線を控除し

て算定することを前提にすることから、加入者回線モジュールにおける局舎

判別の閾値に対しＦＲＴで控除され得る回線割合を補正することで、モジュー

ル間の局舎種別の乖離を是正し、不要なＦＲＴ－ＧＣ間伝送路の発生を抑制

しようとするものである。 
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図４－１１ 補正案２の考え方 

 

補正案２を用いた場合、提案をそのまま用いた場合に比べて、モジュール間

の局舎の乖離は、表４－２のとおり、一定程度抑制される結果となった。 

 

表４－２ 判定基準の見直しによるモジュール間局舎種別の乖離数 

 

 

（ⅲ） ＧＣ局交換機ユニット数の増加に伴う交換機スペックの見直し 

判定基準の見直しによりＧＣ局数が大幅に減少した場合、１つのＧＣ局に多

くの収容回線数が集中することから、ＧＣ局内のユニット数が大幅に増加する

可能性があり、この場合、交換機のスペック等を見直すことが必要との意見が

示された。 

 

見直しの必要性を検討するため、平成２６年度接続料算定に用いた入力値

を用いて現行モデルと判定基準を見直した場合のＧＣ局内のユニット数を試算

するとともに、今回のモデル見直しにおいては、「１．局舎の帰属関係の見直

し」（Ｐ．３３参照）を実施するため、この影響を反映した局内の最大ユニット数

を試算した（表４－３）。 

現行モデルでは、最大ユニット数が２台であるが、判定基準を見直した場合

には、最大でユニット数が５台となる局やユニット数が４台となる局が現れるこ

ととなる。他方、局舎の帰属関係の見直しを適用した場合には、各ＧＣ局が収

容する回線数が分散されるため、判定基準を見直した場合でも最大でユニット

数が現行モデル同様に２台となった。 
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このため、判定基準の見直しに伴う交換機スペックの見直を行う必要はない

ものと考えられる。 

 

表４－３ 判定基準の見直し及び局帰属関係見直しに伴うＧＣユニット数の変化 

 

図４－１２ 「局舎の帰属関係の見直し」が交換機ユニット数に与える影響 

 

② 具体的な反映方法について 

 

モデルの見直しに当たっては、仮に考え方が適切な見直し案が複数存在し

た場合、よりコスト効率化の認められる補正案を採用することも適当と考えら

れる。 

この点、補正案１及び補正案２を用いて試算したところ、補正案１は、接続料

原価は一定程度減少するが、ＮＷコストについては、ほぼ横ばいとなり、効率

化の効果が認められなかった。他方、補正案２については、接続料原価及びＮ

Ｗコストが同程度減少しており、一定の効率化効果が認められる結果となった

（表４-４）。 
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表４－４ 局舎種別の判定の見直しに係る試算結果 

 

また、補正案１については、実際の交換機投資額からＦＲＴにより光化された

回線数に見合う投資額を全て控除するものであるが、モデル上のＧＣがＦＲＴ

により光化された収容局内の加入者回線を収容することに変わりはなく、ＧＣ

局の投資額を過度に控除している可能性がある。 

以上を踏まえると、今回の判定基準の見直しに当たっては、補正案２を採用

することが適当と考えられる。 

 

（３） 結論 

 

現行の閾値が加入者回線数とそれらを収容する交換機及び遠隔収容装置の投

資額に基づいて定められていることを踏まえれば、局舎種別の判定基準を見直す

ことは適当である。また、モデルへの具体的な反映方法については、モデルの安

定性や効率性の効果及び補正方法の合理性を考慮すると、補正案２を用いること

が適当である。 

 

 

３．モデルに用いる設備に関する検討 

 

（１） 提案概要 

 

現行モデルに採用する設備について、電気通信事業者の設備採用実績を踏ま

え、以下三点について、モデルへの採用を検討すべきとの提案がなされた。 
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ア 伝送装置（ＰＴＮ9） 

イ 信号用交換機（ＳＴＰ10） 

ウ クロスコネクト装置（ＸＣＭ 11） 

 

（２） 論点・整理 

 

ア 伝送装置（ＰＴＮ） 

 

図４－１３にあるとおり、現行モデルのＲＴ－ＧＣ間のネットワークは、ＲＴ局とそ

の上位にあるＧＣ局のそれぞれの伝送装置が対向する構造となっているが、提

案された伝送装置であるＰＴＮは、ＲＴ局とＧＣ局の区分無くループ上の局舎を直

列に結ぶ構造となり、現行モデルに比べ伝送路の効率化が期待される。 

 

このため、ＰＴＮを採用した場合を想定し、現行モデルに比べて効率化がどの

程度図られるかを試算したが、その結果、ＰＴＮやこれに対応するＲＴの設備量が

増加し、ネットワークコストが現行モデルに比べ上昇する可能性が高い結果とな

った。 

 

以上を踏まえ、本提案については、モデルへの採用を見送ることが適当と考

えられる。 

 

 

図４－１３ 現行モデルとPTNを採用した場合の伝送構成の比較 

  

                                                 
9 ＰＴＮ：Packet Transfer Node 
10 ＳＴＰ：Signaling Transfer Point 
11 ＸＣＭ：Xross(Cross) Connect Module 
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イ 信号用交換機（ＳＴＰ） 

 

提案されたＳＴＰは、その価格及びスペックの面から現行モデルで採用されて

いるＳＴＰに比べて優位性があることが確認された。このため、提案されたＳＴＰ

については、モデルに採用することが適当と考えられる。 

 

ウ クロスコネクト装置（ＸＣＭ） 

 

提案されたＸＣＭは、その価格及びスペックの面から現行モデルで採用するＸ

ＣＭに比べて優位性が確認できなかった。このため、提案されたＸＣＭについて

は、モデルに採用しないことが適当と考えられる。 

 

（３） 結論 

 

提案のあった設備のうち、ＳＴＰについては、価格及びスペックの面から提案され

た設備を採用することが適当である。他方、ＰＴＮやＸＣＭについては、提案された

設備の採用を見送ることが適当である。 

 

 

４． 光ケーブルの経済的耐用年数の見直し 

 

（１） 提案概要 

 

現行モデルの光ケーブルの経済的耐用年数は、光ケーブル（架空）１５．１年、光

ケーブル（地下）２１．２年とされているが、これに対し、現行モデルのメタルケーブル

の経済的耐用年数は、メタルケーブル（架空）２７．７年、メタルケーブル（地下）３６．

９年となっている。 

光ケーブルの経済的耐用年数については、平成１９年度の研究会において推計

されたものであるが、一般に光ケーブルの耐久性がメタルケーブルに劣っていると

は考えにくいことから、少なくともメタルケーブルと同程度の経済的耐用年数とすべ

きとの提案がなされた。 

     

（２） 論点・整理 

 

光ケーブルやメタルケーブル等の設備の経済的耐用年数については、素材の

耐久性等の物理的要因だけでなく、支障移転に伴う撤去、競争環境下での契約の

変更に伴う撤去、技術革新による既存設備の相対的な非効率化に伴う更新等の

複合的な要因を考慮して定められることが適当と考えられる。 
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このため、耐久性にのみ着目して光ケーブルとメタルケーブルの経済的耐用年

数を同様とするのではなく、設備の撤去実績等に基づき推計する現行の方式がよ

り適切と考えられる。 

なお、現行の光ケーブルの経済的耐用年数については、最新の撤去実績等に

基づき、再推計を行った結果、架空１７．６年、地下２３．７年となった。 

 

（３） 結論 

 

光ケーブルの経済的耐用年数については、素材の耐久性にのみ着目するので

はなく、撤去実績等に基づき推計を行う現行の方式に基づくことが適当であり、最

新の撤去実績に基づき推計を行った架空１７．６年、地下２３．７年とすることが適

当である。 

 

 

５． 設備共用サービスの見直し（中継ダークファイバの追加） 

 

（１） 提案概要 

 

現行モデルでは、加入電話及びＩＳＤＮの設備量算定に当たって、効率的なネッ

トワーク構築の観点から、これらのサービスと共用可能なデータ系サービスについ

ては、可能な限り設備共用を行うことを前提としている。 

現在、設備共用の対象サービスとして、ＮＴＴ東西が提供するＡＴＭメガリンクやＡ

ＤＳＬ、フレッツ光等のデータ系サービスが考慮されているが、ＮＴＴ東西がアンバンド

ル機能の１つとして他事業者に貸与している中継ダークファイバ（光信号伝送機能）

についても、新たに設備共用の対象サービスに加えるべきとの提案がなされた。 

 

図４－１４ 中継ダークファイバのモデル化 
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（２） 論点・整理 

 

ア 提案の是非 

 

中継ダークファイバを設備共用の対象とすることについては、中継ダークファ

イバが将来の需要増に備えた余剰設備のうち他事業者から需要があるものにつ

いて貸し出すものであり、設備量算定に当たって将来需要に備えた余剰設備を

見込まないこととするＬＲＩＣの考え方と整合しないのではないかとの意見が示さ

れた。 

 

しかしながら、中継ダークファイバについては、中継網に対する他事業者の設

備需要が一定程度存在することを踏まえれば、電話網等とともに他事業者の中

継ダークファイバの需要に対応した設備を併せて敷設することは、効率的な設備

構築の観点からは合理的なものであり、現に敷設する中継ダークファイバのうち、

他事業者に対して実際に提供しているものについて設備共用の対象に加えるこ

とは適当と考えられる。 

 

イ モデルへの反映 

 

中継ダークファイバの反映方法については、まず、ＮＴＴ東西が用いる全中継

網の心線距離のうち中継ダークファイバの心線距離の割合を中継ダークファイ

バ比率として、既存モデルの必要心線数に乗じることでモデルに反映する案（案

１）が示された。しかしながら、案１では、全国で統一的な比率を用いるため、中

継ダークファイバの利用状況の地域性（ルーラルエリアでは中継ダークファイバ

の利用が比較的多い傾向等）が反映されないとの課題が示され、案１に代えて、

事業者ごとに中継ダークファイバ利用区間ごとの利用サービスや利用帯域を把

握し、これをモデルに反映する案（案２）が示された。しかしながら、案２について

は、事業者によっては、中継ダークファイバと自設伝送路を組み合わせて伝送路

を構築しているため、サービスごとの利用実態の把握が困難であるとともに、多

数存在する中継ダークファイバ利用事業者の利用実態の把握は困難であるとの

意見が示された。 

 

このため、モデルの反映に当たっては、案１を基本としながらも、案２が目的と

する中継ダークファイバの地域性を考慮するため、都道府県別に中継ダークファ

イバの利用区間比率を設定することとした。 

具体的には、図４－１５に示すとおり、ＮＴＴ東西が運用する中継伝送路の総

延長に対する中継ダークファイバの他事業者利用実績割合に対し、都道府県ご

との中継ダークファイバ需要区間比率を乗じることで、中継ダークファイバの需
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要を考慮することとした。 

図４－１５ 中継ダークファイバの需要算出方法 

 

（３） 結論 

 

中継ダークファイバについては、地域による需要バランスを考慮するため、（２）

においてまとめた算定方法を用いて他事業者の利用実績を需要として設備共用対

象に加えることが適当である。 

 

 

６． 災害対策に関する検討 

 

現行モデルでは、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性確保の観点から、

実施すべき災害対策に係るコストについて、ＬＲＩＣモデルの考え方に沿って最低限

必要と認められる範囲をモデルに反映している。 

  

現行モデルの検討時以降、東日本大震災等を踏まえたネットワークの安全・信頼

性対策については、情報通信審議会一部答申（平成２４年２月「電気通信設備の安

全・信頼性対策に関する事項」）において、電気通信事業者が取り組むべき対策が

示され、また本一部答申を踏まえ、平成２４年７月に事業用電気通信設備規則の一

部が改正された。 

ＮＴＴ東西からは、この改正を踏まえてＮＴＴ東西が実施ししている表４－５の災害
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対策についても、ネットワークの信頼性確保の観点から必要なコストとして新たにモ

デルに反映すべきとの提案がなされた。 

また併せて、モデルで採用された災害対策項目であって、モデル適用後に新たに

実施したものについて、毎年の接続料算定時の入力値見直しに併せてモデルに反

映すべきとの提案がなされた。 

 

表４－５ ＮＴＴ東西から提案のあった災害対策 

 

（１） 中継伝送路の予備・迂回ルート 

 

ア 提案概要 

 

現行モデルでは、ネットワーク信頼性確保の観点から、東日本大震災を踏ま

えた沿岸部での津波対策として、２つの中継伝送路の予備ルートをモデルに反

映している。 

今回の見直しに当たって、ＮＴＴ東西からは、新たに対策を実施した予備及び

迂回ルートについてモデルに反映すべきとの提案があった。 

 

イ 論点・整理 

ＮＴＴ東西からは、実際に実施した予備・迂回ルートを以下の３つのタイプに分

類し、モデルに適用すべきとの提案がなされた。 

対策項目 実施内容 
事業用電気通信設備

規則の適用範囲 

（Ⅰ）中継伝送路の予備・

迂回ルートの追加 

・予備ルート（第六次モデルにて適用済） 

 中継伝送路のうち、沿岸地区で被災が想定される区間が

被災しても伝送路ループを維持できるよう、新たな区間で

予備のルートを構築 【２件】 

・迂回ルート 

 予備ルート同様に、沿岸地区で中継伝送路の被災が想

定される区間について、同区間を迂回するルートを設置す

る新たな提案 【３件】 

第１5条の3第１号、同

条第5号 

（Ⅱ）局舎災害

対策 

水害 

対策 

津波や河川の洪水等による局舎の浸水対策（第六次モデ

ルにて適用済） 【２０ビル】 

第１5条第１号、 

第１5条の3第5号 

耐震 

対策 

震度６弱程度の地震が発生した際の局舎の倒壊を防ぐ対

策 【９ビル】 

第9条第3項、第１5条

の3第5号 

（Ⅲ）停電対策 停電の際の電源である発動発電機の燃料を7２時間維持

できるよう、燃料タンク等を増設 【４２ビル】 

第11条第2項、同条第

3項 

（Ⅳ）とう道・管路

災害対策 

とう道

対策 

地震やそれに伴う液状化により、とう道の継ぎ目やとう道

の換気口等からの浸水を防止 【１６２箇所】 

第１5条の3第5号 

管路 

対策 

地震やそれに伴う液状化により、管路が破断することを防

ぐため、管路及び橋梁管路を補強 

【管路補強：１８．６ｋｍ、橋梁管路補強：３３箇所】 
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①予備ルートの追加 

中継伝送路ループに新規の伝送路を予備ルートとしてモデルに加える（第六

次モデルにおいて反映したものと同様）。 

②迂回ルートの設定 

隣接する局舎間を結ぶ伝送路について、津波等による被災想定区域を迂回

することとし、迂回した伝送路距離を現行モデルの伝送路距離に加える。 

③既存管路等の活用ルート 

既存の管路等を活用してケーブルを新設した場合について、新設したケーブ

ルコストのみをモデルに加える。 

    

これらのうち、③既存管路等の活用ルートについては第六次モデル検討時に

おいても、「局舎間距離に応じて、管路・光ファイバ又は電柱・光ファイバを一体と

して設置する」という現行モデルの整理に従えば、既設管路等と一体として設置

される光ファイバの敷設距離についてもモデルに反映しないことが適当とされて

おり、今回のモデル見直しにおいてもこの考え方に従うことが適当と考えられる。 

 

他方、②については、新たに予備ルートを設置するものではなく、現行のモデ

ルルートを必要最小限の範囲で変更するものであり、適当なものと考えられる。 

 

ウ 結論 

 

今回提案のあったモデルにおける予備伝送路等の対象範囲について、地方

公共団体のハザードマップとの照合等により検証をした結果、新たに２つの予備

ルートについて追加し、また２つの現行ルートを迂回ルートに変更することが適

当である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１６ 迂回ルート敷設距離の既存ループへの反映 

 

 

 

※ 局舎１～２間について既存のモデルルートを迂回ルートに変更し、 

局舎１～２間距離を Akmから Dkmに変える。 

既存ルート 

迂回ルート 

 

局舎２ 

Ckm 

局舎１ Akm 

局舎３ Bkm 

   

敷設距離 

Dｋｍ 
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（２） 局舎投資コストへの災害対策コストの追加 

 

ア 提案概要 

 

現行モデルでは、地方公共団体のハザードマップにおいて津波到達範囲内と

想定されている１２局舎において実施された水密扉の設置等、浸水の対策に係

るコストをモデルに反映している。 

今回、ＮＴＴ東西からは、新たに実施した水害対策及び耐震対策について、モ

デルのコストに反映させるべきとの提案がなされた。 

 

イ 論点・整理 

 

① 水害対策 

ＮＴＴ東西から提案された対策実施局舎は、地方公共団体の策定するハザ

ードマップにおいて被災が想定されるエリアに局舎が存在すること、また、個別

の対策内容についても妥当なものであることが確認された。 

    

② 耐震対策 

局舎の耐震性は、建設当時の建築基準等の差異により異なるものと考えら

れるが、ＬＲＩＣモデルの基本的な考え方に鑑みれば、現時点で局舎を建設した

場合に追加的に発生する耐震対策として、過去に建設した局舎の耐震対策を

どの程度まで反映すべきか、また、現行モデルに適用する局舎の建設コストに

ついて、現時点で必要な耐震対策に係るコストがどの程度まで含まれている

かなどを整理することが必要となるが、実際にこれらを整理することは困難で

ある。 

 

この点、例えば既設の局舎の耐震対策が単に耐震性の強化だけでなく、耐

震基準に合わせるための建て替えを回避する側面もあることに鑑みれば、実

際に耐震対策を行った局舎のうち、モデルに用いる局舎の経済的耐用年数（２

４年）を超えない比較的新しい局舎に対する耐震対策のみをモデルに反映す

ることが適当と考えられる。しかしながら、この場合にも、今回提案された局舎

は、いずれも経済的耐用年数を超えて使用されているものであり、耐震対策に

係るコストの反映については見送ることが適当と考えられる。 

 

ウ 結論 

 

提案された２０の局舎に実施された水害対策については、範囲及び実施内容

ともに妥当なものと判断されたため、そのコストについてもモデルに反映すること
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が適当である。 

しかしながら、耐震対策については、現時点でモデルに反映することが合理的

と考えられる対策がなかったため、コストの反映を見送ることが適当である。 

 

（３） とう道への浸水対策等 

 

ア 提案概要 

 

ＮＴＴ東西は、通信ネットワークの更なる信頼性向上のため、地震に伴う液状

化等により、とう道のつなぎ目部分に亀裂が生じ浸水が発生することに備え、と

う道のつなぎ目部分にゴムジョイントを設置する等の浸水対策を行っている。 

 

他方で、現行モデルにおけるとう道の設置コストには、こうしたコストが考慮さ

れていないため、モデルのとう道についても、浸水対策に係るコストを反映すべ

きとの提案がなされた。 

 

イ 論点・整理 

 

① とう道への浸水対策をモデルに反映することの是非 

事業用電気通信設備規則第１５条の３第５号では、電気通信設備の大規模

災害対策に関し、地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を

考慮し、設備に適切な防災措置を講じること等が規定されている（図４－１７）。 

 

この点、ＮＴＴ東西から提案のあった対策については、国や地方公共団体等

が公表する自然災害の想定に関する情報を基に対策実施箇所が選定されて

おり、またその実施内容も妥当なものであると考えられるため、本提案につい

てはモデルに反映することが適当と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１７ 事業用電気通信設備規則第１５条の３（抜粋） 

 

【参考】 

事業用電気通信設備規則（抜粋） 

（大規模災害対策）  

第十五条の三 電気通信事業者は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じること

を防止するため、事業用電気通信回線設備に関し、あらかじめ次の各号に掲げる措置を講ずるよう努め

なければならない。 

一 ～ 四 （略） 

五 地方公共団体が定める防災に関する計画及び地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する

情報を考慮し、電気通信設備の設置場所を決定若しくは変更し、又は適切な防災措置を講じること。 
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② モデルへの反映の考え方 

現行モデルにおけるとう道の投資単価に関する入力値は、とう道の新規建

設に係る単価を設定していることから、災害対策コストをモデルへ反映する場

合、災害対策を実施したとう道を新規に建設する場合のコストを算定し、現在

用いられている入力値に代替する方法が考えられる。 

しかしながら、追加的な災害対策を実施したとう道を新規に建設した場合の

投資額として把握することは不可能であることから、現行モデルの投資単価に

係る入力値を補正する方法により、災害対策コストをモデルに反映することが

適当と考えられる。 

 

具体的には、災害対策コストを用いて当該入力値を補正する際には、下記２

点の対応を行う必要がある。 

（i）災害対策コストの実績を、とう道亘長ｋｍ当たりの単価に換算する。 

（ii）実績の投資単価をモデルで用いる投資単価12に補正する。 

 

これらの留意点を踏まえ、追加的な災害対策コストのモデルへの反映に当

たっては、以下の補正方法により、災害対策コストを現行の入力値であるとう

道亘長ｋｍ単価に追加することが適当と考えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１８ とう道亘長ｋｍ単価の補正方法 

 

ウ 結論 

 

提案された災害対策内容は、自然災害の想定に関する情報を考慮したもので

あり、対策実施内容についても妥当であると判断されたため、これらの対策実施

コストについてモデルに反映することが適当である。 

                                                 
12 モデルで用いる投資単価は、複数事業者からの提案に基づき、効率性を考慮して設定する。 

【補正方法】 

■ とう道亘長 km 災害対策単価の補正額 ＝ 

 

                    × 

 

■ 災害対策コストを反映したとう道亘長 km 災害対策単価＝とう道亘長 km 単価（現行入力値） 

＋ とう道亘長 km 災害対策単価の補正額（上記） 

とう道災害対策投資額実績合計（ＮＴＴ東西の実績） 

全とう道亘長 km 合計（ＮＴＴ東西の実績） 

とう道亘長 km 単価（第二次モデル入力値） 

とう道亘長 km 単価（第二次モデルにおける NTT 東西の提案値） 
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また、モデルへの反映方法については、現行モデルの入力値であるとう道亘長

ｋｍ単価をイで示した補正方法により補正し、反映することが適当である。 

 

（４） 地下管路等の補強対策 

 

ア 提案概要 

 

ＮＴＴ東西は、通信ネットワークの更なる信頼性向上のため、地震に伴う管路

の損壊や地下ケーブルの損傷、電柱倒壊時に地下ケーブルが引っ張られたこと

による長距離にわたるケーブル損傷等の発生に備え、自身のネットワークの強じ

ん化を図るために、既に埋設している管路等への内管補強等や地下ケーブル移

動防止金物の設置等の対策を行っている。 

 

他方で、現行モデルにおける管路や地下ケーブルの設置コストには、こうした

コストが考慮されていないことから、モデルにおいても管路等補強対策に係るコ

ストを反映すべきとの提案がなされた。 

 

イ 論点・整理 

 

① 管路等の補強対策をモデルに反映することの是非 

事業用電気通信設備規則第１５条の３第５号では、電気通信設備の大規模

災害対策に関し、地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を

考慮し、設備に適切な防災措置を講じること等が規定されている（図４－１７）。 

 

この点、ＮＴＴ東西から提案のあった対策については、国や地方公共団体等

が公表する自然災害の想定に関する情報を基に対策実施箇所が選定されて

おり、また、その実施内容も妥当なものであることが確認されたため、本提案

については、モデルに反映することが適当と考えられる。 

 

② モデルへの反映の考え方 

現行モデルにおける管路の投資単価に関する入力値は、管路の新規建設

に係る単価を設定していることから、災害対策コストをモデルへ反映する場合、

災害対策を実施した管路を新規に建設する場合のコストを算定し、現在用いら

れている入力値に代替する方法が考えられる。 

しかしながら、追加的な災害対策を実施した管路を新規に建設した場合の

投資額を把握することは不可能であることから、現行モデルの投資単価に係る

入力値を補正する方法により、災害対策コストをモデルに反映することが適当

と考えられる。 
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具体的には、災害対策コストを用いて当該入力値を補正する際には、下記２

点の対応を行う必要がある。 

（i）災害対策コストの実績を、管路条ｋｍ当たりの単価に換算する。 

（ii）実績の投資単価をモデルで用いる投資単価に補正する。 

 

これらの留意点を踏まえ、追加的な災害対策コストのモデルへの反映に当

たっては、以下の補正方法により、災害対策コストを現行の入力値である管路

条ｋｍ単価に追加することが適当と考えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１９ 管路条ｋｍ単価の補正方法 

 

ウ 結論 

 

提案された災害対策内容は、自然災害の想定に関する情報を考慮したもので

あり、対策実施内容についても妥当であると判断されたため、これらの対策実施

コストについてモデルに反映することが適当である。 

また、モデルへの反映方法については、現行モデルの入力値である管路条ｋ

ｍ単価をイで示した補正方法により補正し、反映することが適当である。 

 

（５） 燃料タンク等の追加 

 

ア 提案概要 

 

東日本大震災時においては、商用電源供給の復旧等に相当の時間を要し、

多くの発電装置が長時間稼働することで燃料不足となり、結果停電が発生したこ

とを踏まえ、ＮＴＴ東西では防災上重要な局舎や回線収容数の多い局舎に対して、

発電装置又は可搬型発動発電機に使用される燃料を十分に備蓄するため、燃

料タンク等を増設する取組を行っている。 

 

【補正方法】 

■ 管路条 km 災害対策単価の補正額 ＝ 

 

                            × 

 

■ 災害対策コストを反映した管路条 km 災害対策単価＝管路条ｋｍ単価（現行入力値） 

＋ 管路条 km 災害対策単価の補正額（上記） 

管路災害対策投資額実績合計（ＮＴＴ東西の実績） 

全管路条ｋｍ合計（ＮＴＴ東西の実績） 

管路条ｋｍ単価（現行モデル入力値） 

管路条ｋｍ単価（NTT 東西の提案値） 
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このため、モデルにおいても、電気通信設備に係る大規模災害を想定した停

電対策として実施した、燃料タンク等の増設費用を反映すべきとの提案がなされ

た。 

    

イ 論点・整理 

 

① 燃料タンク等の設置費用をモデルに反映することの是非 

事業用電気通信設備規則第１１条第２項において、発電装置等の配備を行

う場合には、使用される燃料を十分な量の備蓄等に努める旨規定されており、

燃料タンク等の設置費用をモデルに反映することは適切であると考えられる。 

ＮＴＴ東西は、停電によりサービスの提供が停止した場合の社会的影響が大

きいと想定される重要通信局13において燃料タンク等を増設しており、これをモ

デルに反映することは適当であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２０ 事業用電気通信設備規則第１１条（抜粋） 

 

 

② モデルへの反映の考え方 

現行モデルにおいて発電装置の燃料タンク等投資単価に関する入力値は

存在していないが、燃料タンク等が発電装置を動作させるための設備であるこ

とを踏まえれば、燃料タンク等の設置コストについては、現行モデルにおける

発電装置のkVＡ当たり取得単価に係る入力値を補正する方法により、災害対

                                                 
13 ＮＴＴ東西は国の機関や都道府県庁等の回線を収容する局及び機能停止によりサービス利用が

不可能となる回線数の比較的多い局を重要通信局としている。 

【参考】 

事業用電気通信設備規則（抜粋） 

（停電対策）  

第十一条 事業用電気通信回線設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う

通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置（交換設備にあ

つては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置）が講じられていなければならない。  

２ 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用

される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。  

３ 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎（以下

「都道府県庁等」という。）に設置されている端末設備（当該都道府県庁等において防災上必要な通信を

確保するために使用される移動端末設備を含む。）と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と

接続されている交換設備並びにこれらの附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供

給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。ただし、通常受けている電力の供

給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用

いて通信を行うことができるときは、この限りでない。  
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策コストをモデルに反映することが適当と考えられる。 

 

また、災害対策コストを用いて当該入力値を補正する際には、ＮＴＴ東西が

行う燃料タンク等対策コストを、kVＡ当たり単価に換算する必要があるが、ＮＴ

Ｔ東西の発電装置の取得単価は、複数事業者からの提案に基づき効率性を

考慮して設定したモデル上の発電装置kVＡ当たり取得単価とは異なるため、

両者をできる限り同じ時点で比較した上で、モデル上の発電設備kVＡ当たり取

得単価に則した補正を行う必要がある。 

 

これらの留意点を踏まえ、追加的な災害対策コストのモデルへの反映に当

たっては、以下の補正方法により、災害対策コストを現行モデルにおける発電

装置のkVＡ当たり取得単価に追加することが適当と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２１ 発電装置kVＡ当たり取得単価の補正方法 

 

ウ 結論 

 

提案された災害対策実績を踏まえて検証した結果、対策範囲においても社会

的影響が大きいと想定される重要通信局を対象としており、対策実施内容につ

いても妥当であると判断されたため、燃料タンク等の設置コストを発電装置の停

電対策に係る災害対策コストとしてモデルに反映することは適当である。 

また、モデルへの反映方法については、現行モデルの入力値である発電装置

のkVＡ当たり取得単価に、イで示した補正方法により補正し、反映することが適

当である。 

 

 

 

 

【補正方法】 

■ 停電対策に伴う発電装置単価の補正額 ＝ 

 

 

               × 

 

■ 災害対策コストを反映した発電装置 kVA 当たり取得単価 

＝ 発電装置 kVA 当たり取得単価（現行入力値） ＋ 停電対策に伴う発電装置単価の補正額（上記） 

燃料タンク等対策コスト（ＮＴＴ東西の実績） 

発電装置設置ビルにおける総電力量（ＮＴＴ東西の実績） 

発電装置 kVA 当たり取得単価（第二次モデル入力値） 

発電装置 kVA 当たり取得単価（第二次モデルにおけるＮＴＴ東西からの提案値） 
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（６） 特設公衆電話のモデル需要への追加 

 

ア 提案概要 

 

ＮＴＴ東西は、東日本大震災以降、災害時の避難施設等での早期通信手段確

保及び帰宅困難者の連絡手段確保のため、地方公共団体等の要望に基づき

「事前設置型の特設公衆電話14」の設置を進めており、このために敷設した加入

者回線は、災害が発生した場合に速やかに利用できるよう、平時も現用回線とし

て運用している。 

しかしながら、現行モデルの需要回線には、事前設置型の特設公衆電話の回

線が含まれておらず、ＰＳＴＮ設備量を適切に算定する観点からは、当該回線を

モデルの需要として追加すべきとの提案がなされた。 

 

イ 結論 

 

特設公衆電話は、災害時等における公衆電話の役割を補完するものであると

考えられており、その回線数を需要としてＰＳＴＮに係る設備量を算定することは

適当と考えられる。 

 

（７） 災害対策コストに係る入力値の扱い 

 

ア 提案概要 

 

災害対策コストについては、モデルの考え方に沿ってその妥当性を検証した上

で、最低限必要と認められる範囲について効率性を考慮した反映方法により、モ

デルに反映することが適当であり、平成２４年答申においても、その妥当性の検証

や効率性を考慮した反映方法について十分な検討が必要であるため、毎年度の

入力値見直しに併せてモデルへ反映することは適当ではないとされている。 

 

これに関し、ＮＴＴ東西からは、これまでに採用されたものと同じ災害対策であ

って、モデル適用後に新たに実施したものについては、毎年の接続料算定時の

入力値見直しに併せてモデルへ反映するべきとの提案がなされた。 

 イ 論点・整理 

 

大規模災害対策として事業者が実施すべき対策については、平成２４年２月

                                                 
14 平時に避難所として指定されている場所等にあらかじめ加入者回線を設置しておき、災害等が発

生した後に避難所の管理者等がその加入者回線に電話機を接続して通話の用に供されるもの。 
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情報通信審議会一部答申「電気通信設備の安全・信頼性対策に関する事項」及

び事業用電気通信設備規則の改正（平成２４年７月）等により一定程度整理され

たところであり、今回ＮＴＴ東西から提案のあった、対策費用や対策内容をモデル

に反映することについては、ＷＧにおいても大きな異論はなかった。 

 

以上を踏まえると、今後新たに実施された災害対策が、既にモデルに反映さ

れている対策項目、実施内容及び対象範囲の考え方と整合するものであれば、

毎年の入力値見直しの一環としてモデルに反映することが適当と考えられる。 

ただし、この場合においても、図４－２２に示す方法等によりモデルの考え方と

の整合性を検証することが適当であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２２ 追加される災害対策コストの入力値反映方法の流れ（イメージ） 

 

ウ 結論 

 

今後新たに実施する災害対策コストを毎年の接続料算定時の入力値見直し

に併せて反映することについては、事業用電気通信設備規則の改正（平成２４

年７月）等により、大規模災害対策として事業者が実施すべき対策が一定程度

整理されていること等を踏まえ、既にモデルに反映されている対策項目、実施内

容及び対象範囲に係る考え方と整合するものであれば、これを認めることが適

当である。 

また、この場合においても図４－２２に示す方法等により、災害対策コストに追

加しようとする実施内容について、モデルの考え方との整合性を検証することが

適当である。 

次年度接続料

算定に用いる

入力値募集 

加えるべき災害対策の

必要性、実施内容及び

費用について具体的に

提示（ＷＧメンバー限り） 

長期増分 

費用モデル 

研究会 意見 

WG メンバーの意見

を踏まえ、研究会で

判断 

毎年８月頃 毎年１０月頃 

接続料規則 

の改正 

適当と認められた

ものについて入力

値に反映 

ＮＴＴ東西か

ら提案 

毎年７月頃 
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第３節 見直し項目とＩＰモデルとの関係 

 

第三章で検討を行ったＩＰモデルの算定対象サービスや設備共用サービスの考え

方については、ＰＳＴＮを前提とする現行モデルの考え方に基づいたものである。 

このため、仮にＩＰモデルを次期接続料算定に適用する場合には、前節において

見直すことが適当とした項目 15を可能な限り反映したモデルとすることが適当である。 

                                                 
15 局舎種別（GC 局／RT 局）の判定基準の見直しについては、IP モデルにおいて局舎種別を特定

しないため、反映の対象外。 



- 57 - 

 

第Ⅴ章 モデルの評価 

 

第１節 ＩＰモデルの試算結果及びＰＳＴＮモデルとの比較 

 

１． 試算の具体的な方法 

 

ＩＰモデルの設備量の算定については、第Ⅲ章第２節に示したとおり、呼制御機能

の有無に着目し、 

【ケースＡ】 ＰＳＴＮの最繁時トラヒックをＩＰモデルの最繁時トラヒックとして設備

量を算定（アナログ回線の収容装置にＰＳＴＮと同等の同時接続を制

限する機能を具備するものと仮定） 

【ケースＢ】 アナログ電話加入者の呼率が１００％の場合を想定した最繁時トラ

ヒックとして設備量を算定 

の２通りの考え方に基づいて行った。 

 

また、年間コストの算定に用いる入力値については、モデル検討 WG 参加事業者

からの提案値（ルータ等の単価、保全費対投資額比率等）や平成２６年度接続料算

定に用いた入力値（回線需要、総通信量、中継伝送路設備等の単価・保全費等）を

用いている。 

なお、資本費用、共通設備・局舎設備費用等については、ＰＳＴＮモデルにおける

減価償却費との比率等用いて推計 16している（図５－１）。 

 

 

図５－１ 具体的なコスト算定方法 

  

 

                                                 
16 現時点では、局舎モジュール及び費用モジュールに係るプログラムを構築中であるため、資本費

用、共通設備・局舎設備費用等については、PSTN モデルの結果を参考に推計を行った。 
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２． ＩＰモデルの試算結果 

 

（１） ネットワーク全体に係る投資額 

 

 端末回線伝送機能を含めたネットワーク投資額の総額は、ケースＡが現行のＰＳＴ

Ｎモデルを約１５％下回るが、ケースＢは、約３％程度上回るのみであり、現行のＰＳ

ＴＮモデルとほぼ同水準の結果となった（図５－２）。 

特に伝送路に係る投資額については、ケースＢがケースＡやＰＳＴＮモデルを大き

く上回り、ネットワーク全体の投資額においてケースＢがＰＳＴＮモデルを上回る要因

となっている。 

他方、局設置設備 17に係る投資額については、交換機が、より低廉なルータ等のＩ

Ｐ関連設備に置き換わることから、ケースＡ、ケースＢ ともにＰＳＴＮモデルを下回っ

た。また、端末回線伝送機能に係る投資額については、ＩＰモデルではＰＳＴＮモデル

と異なりＦＲＴ-ＧＣ間伝送路が発生せず、ＦＲＴの設置による端末回線の効率化が一

層図られるため、ケースＡ、ケースＢともにＰＳＴＮモデルの投資額を下回った。 

 

図５－２ 設備区分別の投資額比較 

 

（２） 年間コスト（ネットワークコスト年間コスト及び接続料原価） 

 

（１）で示した投資額のうち、端末回線伝送機能に係る投資額を除いたものを基に

算定した年間コスト（ネットワークコスト（ＮＴＳを含む）及び接続料原価）は、ケースＢ

がケースＡやＰＳＴＮモデルを上回り、特にケースＢの接続料原価は、ケースＡの２倍

近い額となった（表５－１）。 

 

                                                 
17 局設置設備は、ＩＰモデルでは、音声収容装置、ＩＳＤＮ収容交換機、ルータ、ＭＧＷ等が該当。ＰＳＴ

Ｎでは、遠隔収容装置、加入者交換機、中継交換機、伝送装置等が該当。 
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表５－１ 年間コストの比較 

 

年間コストを設備別に比較すると、局設置設備及び伝送路ともにケースＡではＰＳ

ＴＮモデルを下回るが、ケースＢではこれを上回る結果となった。 

 

また、年間コストを費目別にみると、まず減価償却費については、ケースＡ及びケ

ースＢがともにＰＳＴＮモデルを上回る結果となった。この要因としては、 

○ＰＳＴＮモデルに比べてＩＰモデルの局設置設備は、経済的耐用年数が短いこと 

○ＰＳＴＮモデルの局設置設備等のうち交換機関連設備の減価償却費については、

償却済比率に基づく補正が行われていること 

などが挙げられる。 

また、保守費の大半を占める施設保全費については、ＰＳＴＮモデルがケースＡ及

びケースＢを上回っている。ＩＰモデルとＰＳＴＮモデルでは保守費の算定方法が一部

異なるため単純に比較はできないが、施設保全費は施設保全費対投資額比率等 18

により求められており、投資額と一定の相関があることなどが挙げられる。 

 

図５－３ 設備別・費目別の年間コスト比較 

                                                 
18 ＩＰモデルの局設置設備の施設保全費は、施設保全費対投資額比率を用いて算定している一方、

ＰＳＴＮモデルの交換機の施設保全費は、主として「加入者帰納分」、「投資額帰納分」に分けて算定し

ている。 
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（３） 接続料水準 

  

（２）で示した接続料原価の試算結果と平成２６年度接続料算定に用いた通信量を

用いて３分当たりの接続料を試算した結果、ケースＡではＧＣ接続料が４．３９円、ＩＣ

接続料が４．７８円となり、ケースＢではＧＣ接続料が６．９７円、ＩＣ接続料が８．３６円

となり、投資額や接続料原価と同様に、ケースＡはＰＳＴＮモデルを下回り、ケースＢ

はＰＳＴＮモデルを上回る結果となった（図５－４）。 

 

図５－４ ＧＣ・ＩＣ接続料の比較 
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第２節 現行のＬＲＩＣモデルの改修項目に関する試算結果及び現行モ

デルとの比較 

 

１． 現行のＬＲＩＣモデルの見直しに係る試算結果 

 

現行のＬＲＩＣモデルの見直しについて、主な見直し項目ごとにその影響額を試算

した結果は、次のとおりである（表５-２）。 

 

表５-２ 試算結果（現行モデルと改良モデルとの比較） 

 現行モデル 改良モデル 

トラヒック Ｈ２５下＋Ｈ２６上 19 Ｈ２５下＋Ｈ２６上 

ネットワークコスト 20  ２，３７０億円 ２，３００億円 

接続料原価 １，５６８億円 １，５０６億円 

 

      表５-３ 各見直し項目のＮＷコスト・接続料原価への影響 

見直し項目 
影響額 

ＮＷコスト 接続料原価 

ＩＣトランジット呼のモデルへの反映 

「ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービ

ス」の見直し（ＩＣトランジット呼の追加） 

＋１４億円 

（＋０．６％） 
＋１４億円 

（＋０．９％） 

局舎種別（ＧＣ局/RT 局）の判定基準の見

直し 
▲４７億円 

（▲２．０％） 
▲３８億円 

（▲２．４％） 

東日本大震災を踏まえた信頼性向上の

取り組みの追加反映 

光ケーブルの経済的耐用年数の見直し 

＋８億円 ▲５億円 

（＋０．３％）（▲０．２％） 
＋７億円 ▲５億円 

（＋０．５％）（▲０．３％） 

設備共用サービスの見直し 

（中継ダークファイバの追加） 

▲４０億円 
（±１０億円程度を想定） 

（▲１．２～２．１％） 

▲４０億円 
（±１０億円程度を想定） 

（▲１．９～３．２％） 

光ケーブルの経済的耐用年数の見直し 

災害対策に関する検討（中継伝送路の予

備・迂回ルート、とう道への浸水対策等） 

▲５億円 ＋８億円 

（▲０．２％）（＋０．３％） 
▲５億円 ＋７億円 

（▲０．３％）（＋０．５％） 

合計 
▲７０億円 

（▲３．０％） 

▲６２億円 

（▲３．９％） 

                                                 
19 回線数、通信量等については、過去のトレンドにより推計。 
20 端末系交換機能、中継伝送機能及び中継交換機能に係るコスト。端末回線伝送機能は除く。 
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表５-４ その他の見直し項目の影響見込み 

見直し項目 影響見込み 

局舎の帰属関係の見直し ＲＴ局とＧＣ局間の伝送路コストが効率化（影響額の試算に

は、モデルの改修が必要であり、現時点では把握困難）。 

モデルに用いる設備に関

する検討 
現行モデルのＳＴＰよりもコスト優位となる装置を採用したこ

とにより、信号網設備コストが約７億円減少。 
 

試算では、基本的に平成２６年度接続料の算定に用いた入力値を用いているが、

第六次モデルに適用されている交換機関連設備の減価償却費等に対する補正比率

については、改修による接続料原価等の影響を現行モデルと比較するため３／３21と

している。 

 なお、「設備共用サービスの見直し（中継ダークファイバの追加）」及び「局舎の帰

属関係の見直し」については、現時点で第六次モデルとの比較が困難であったため、

可能な範囲での推計結果 22を示したものである。 

 

２． 試算結果の評価 

 

 今回のモデル見直しにより、ネットワークコストは、７０億円程度減少（▲３．０％）、

接続料原価は６２億円程度減少（▲３．９％）する見込み。 

  

 各項目の主なコスト変動要因は以下のとおり。 

 

○ 「ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービス」の見直し 

ＩＣトランジット呼をＬＲＩＣ算定対象サービスに加えたことにより、中継交換機の設

備量が増加。なお、接続料算定に用いるトラヒックにＩＣトランジット呼が加わるため、

設備の利用効率が上がるものと考えられる。 

○ 局舎種別（ＧＣ局／ＲＴ局）の判定基準の見直し 

局舎種別の判定について、ＦＲＴにより光化された回線数を控除した回線数を現

行の閾値に適用した結果、現行モデルのＧＣ局の一部が改良モデルではＲＴ局と

なり、交換機に係るコストが減少。 

○ 東日本大震災を踏まえた信頼性向上の取組の反映 

中継予備・迂回ルートの追加等災害対策のモデルへの反映により、伝送路設備

や局舎建物等に係る単価が増加。 

                                                 
21 現行モデルを用いた接続料原価の算定に当たっては、補正比率が平成２５年度から段階的に適

用され、平成２６年度は２／３が適用されている。 
22 現在、「設備共用サービスの見直し（中継ダークファイバの追加）」及び「局舎の帰属関係の見直

し」のより正確な影響額を把握するため、モデルプログラムを修正しているところ。 
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○ 設備共用サービスの見直し（中継ダークファイバの追加） 

設備共用サービスとして中継ダークファイバが追加されたことにより、伝送路コ

ストの音声サービス配賦分が減少。 

○ 光ケーブルの経済的耐用年数の見直し 

光ケーブルの経済的耐用年数が延びたことにより、光ケーブルの減価償却費等

が減少。 
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第Ⅵ章 今後の課題 

 

本研究会では、次期接続料算定に適用可能なモデルとして、現行のＰＳＴＮモデル

の見直しとともに、ＩＰモデルの検討を行った。 

今回検討したＩＰモデルは、第一種指定電気通信設備のうちＰＳＴＮに係るアンバン

ドル機能のコストを算定することを目的としている。このため、モデルの前提となる考

え方やネットワークの基本的な構成が現行のＰＳＴＮの構成を強く意識したものとなっ

ており、音声サービスを提供するためのＩＰ網として必ずしも効率的なものとはなって

いない。 

しかしながら、前章にまとめた試算結果を踏まえると、ケースＡとケースＢの年間コ

ストに大きな開きはあるものの、ＩＰモデルが現行のＰＳＴＮモデルと比べて必ずしも非

効率なネットワークモデルとは言えない結果となった。 

 

ＩＰモデルについては、ネットワーク構成やアンバンドル機能等に係る留意点を第

Ⅲ章に示しているが、仮に、今回検討したＩＰモデルを次期接続料の算定に適用する

場合には、特に、 

・ケースＡとケースＢは、呼制御機能に係る考え方が異なるため年間コストに大きな

開きがあるが、接続料を算定するモデルとして、どういった考え方を取るべきか

（第Ⅲ章第２節にあるとおり、ケースＡについては、技術的に可能であるが、必要

なコストの推計は困難であった。また、ケースＢについては、全てのアナログ回線

が同時接続するとの前提が起こることは考えにくく、過剰な設備となる可能性が高

い。） 

・ＩＰモデルを接続料の算定に用いることにより、ＬＲＩＣによる算定ができなくなるア

ンバンドル機能（中継伝送専用機能等）の接続料算定をどのように行うべきか 

といった点について整理が必要となる。 

 

なお、今回構築したＩＰモデルは、上記の課題を有したものであるが、今後のＰＳＴ

ＮからＩＰ網への移行の進展を含めたＩＰ網の技術的発展動向や接続料算定方式の

在り方に係る議論の動向によっては、今回検討したＩＰモデルに比べてより効率的な

モデルを構築することも期待できる。 

したがって、今後、LRＩＣモデルの見直しを行う場合には、こうした動向を踏まえな

がら、引き続きＩＰモデルの見直しを進めていくことが必要である。 
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